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は
じ
め
に

本
稿
は
、
六
・
七
世
紀
の
肥
後
に
お
け
る
有
力
氏
族
の
検
討
を
通
し
て
鞠
智

城
（
現
熊
本
県
菊
池
市
・
山
鹿
市
）
の
築
造
要
因
・
造
営
位
置
の
問
題
や
、
同

城
と
当
該
地
域
の
有
力
氏
族
と
の
関
係
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

鞠
智
城
の
築
城
要
因
や
そ
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
坂
本
経
堯
氏
が
①
有
明
海

監
視
・
②
大
宰
府
（
現
福
岡
県
太
宰
府
市
）
な
ど
北
九
州
防
衛
に
関
係
し
た

兵
站
的
役
割
・
③
南
九
州
の
熊
襲
対
策
と
い
う
点
を
提
示
し
て
以
来
（
坂
本

一
九
七
九
ａ
）、
こ
の
分
類
を
ベ
ー
ス
に
し
て
多
く
の
研
究
者
が
論
究
し
て
き

た
。
最
近
で
は
①
の
視
角
に
つ
い
て
、
木
村
龍
生
氏
は
鞠
智
城
か
ら
有
明
海
が

臨
め
な
い
こ
と
や
、
同
海
の
干
満
の
差
は
激
し
く
航
行
に
は
土
地
勘
が
求
め
ら

れ
る
た
め
、諸
外
国
の
侵
攻
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

③
に
つ
い
て
も
対
熊
襲
・
隼
人
政
策
の
た
め
に
防
衛
施
設
を
造
営
す
る
の
な
ら

ば
、
鞠
智
城
よ
り
も
遥
か
に
南
方
の
肥
後
国
葦
北
郡
域
な
い
し
球
磨
郡
域
に
築

造
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
鞠
智
城
の
築
城
の
目
的
は
、

交
通
の
要
衝
か
つ
穀
倉
地
帯
で
あ
っ
た
菊
鹿
盆
地
を
抑
え
、
物
資
を
貯
蓄
し
、

必
要
に
応
じ
て
大
宰
府
あ
る
い
は
肥
後
国
府
な
ど
へ
、
そ
の
物
資
を
運
搬
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
」
と
結
論
付
け
、
①
・
③
の
視
角
に
対
し
否
定
的
立
場
を
採
っ

て
い
る
（
木
村
二
〇
一
四
）。
鞠
智
城
の
役
割
・
機
能
は
時
代
と
共
に
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
に
変
容
し
続
け
て
い
っ
た
と
想
定
で
き
る
が
（
矢
野
二
〇
一
六
）、
北

九
州
防
衛
の
兵
站
的
役
割
と
い
う
、
白
村
江
敗
戦
（
六
六
三
）
以
後
の
ヤ
マ
ト

王
権
の
対
外
政
策
に
関
連
付
け
て
理
解
す
る
②
の
研
究
視
角
は
重
要
視
で
き
る

と
思
わ
れ
る
。
本
研
究
も
、
鞠
智
城
の
築
城
要
因
・
位
置
関
係
・
そ
の
主
た
る

役
割
に
つ
い
て
は
、
②
の
視
角
を
重
視
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
鞠
智
城
は
北
九
州
防
衛
の
た
め
に
王
権
の
意
向
に
よ
っ
て
七

世
紀
後
半
に
築
造
さ
れ
た
古
代
山
城
で
あ
る
。
大
宰
府
が
鞠
智
城
の
繕
治
に
関

与
し
て
い
る
こ
と（『
続
日
本
紀
』〔
以
降『
続
紀
』と
略
称
〕文
武
二
年〔
六
九
八
〕

五
月
甲
申
条
）
な
ど
よ
り
、
同
城
は
い
わ
ゆ
る
「
官
営
」
の
性
質
を
有
し
て
い

る
と
理
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
例
え
ば
肥
後
の
有
力
氏
族
の
思
惑
な

ど
、
在
地
の
事
情
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
鞠
智
城
築
城
に
肥
後
の
有
力
氏
族
が
全
く
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
と

も
想
定
し
難
い
。
地
域
に
影
響
力
を
有
し
、
在
地
の
事
情
に
精
通
し
て
い
た
有

力
氏
族
の
支
援
な
し
に
、
王
権
側
が
独
自
に
造
営
し
た
と
評
価
す
る
の
は
難
し

い
と
思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
鞠
智
城
が
造
営
さ
れ
た
七
世
紀
後
半
の

肥
後
に
お
い
て
、
地
域
に
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
の
は
国
造
で
あ
る
。

白
村
江
敗
戦
直
後
に
お
け
る
王
権
は
、
唐
・
新
羅
に
よ
る
侵
攻
の
危
機
に
対
し

て
防
衛
施
設
の
構
築
が
急
務
と
な
っ
て
い
た
が
、
造
営
を
早
め
る
た
め
に
も
国

造
な
ど
の
有
力
氏
族
に
協
力
を
要
請
し
、
見
返
り
と
し
て
国
造
や
評
造
の
地
位

を
保
障
し
て
い
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
肥
後
の
有
力
氏
族
と
し
て
も
、
地

域
へ
の
影
響
力
を
維
持
す
る
た
め
に
国
造
・
評
造
の
よ
う
な
地
位
は
不
可
欠
で

あ
り
、
王
権
の
要
請
に
積
極
的
に
応
え
る
必
要
が
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。

須
永　

忍　

　
　

古
代
肥
後
の
氏
族
と
鞠
智
城　

―
阿
蘇
君
氏
と
ヤ
マ
ト
王
権
―
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し
た
が
っ
て
、
鞠
智
城
築
造
の
問
題
を
考
え
る
際
、
坂
本
氏
が
提
唱
し
た
①

～
③
の
視
角
だ
け
で
は
な
く
、
肥
後
の
国
造
な
ど
有
力
氏
族
と
の
関
係
に
着
目

す
る
こ
と
も
重
要
と
い
え
る
が
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
研
究

と
し
て
、
長
洋
一
氏
・
木
﨑
康
弘
氏
・
宮
川
麻
紀
氏
の
論
考
が
挙
げ
ら
れ
る
。

長
氏
は
、
鞠
智
城
築
城
を
肥
前
・
肥
後
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
と
さ
れ
る

肥
国
造
の
肥
君
氏
（
一
）
や
、
筑
紫
肥
君
氏
・
葦
北
国
造
の
葦
北
君
氏
に
対
す
る

王
権
の
牽
制
策
と
捉
え
（
長
一
九
九
一
）、
木
﨑
氏
は
肥
君
氏
に
加
え
て
筑
紫

国
造
の
筑
紫
君
氏
へ
の
警
戒
と
い
う
王
権
の
「
内
憂
」
も
同
城
の
成
立
に
作
用

し
た
と
評
価
し
て
い
る
（
木
﨑
二
〇
一
四
）。
ま
た
、
宮
川
氏
は
鞠
智
城
が
菊

鹿
盆
地
に
造
営
さ
れ
た
前
提
と
し
て
、
王
権
に
協
力
的
な
筑
紫
肥
君
氏
が
基
盤

と
し
て
い
た
こ
と
が
関
係
す
る
と
指
摘
す
る
（
宮
川
二
〇
一
三
）。
肥
後
の
有

力
氏
族
の
動
向
か
ら
鞠
智
城
形
成
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
①

～
③
の
視
角
を
重
視
す
る
意
見
と
比
較
す
る
と
少
数
派
で
あ
る
も
の
の
、
重
要

な
指
摘
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
先
行
学
説
で
は
阿
蘇
国
造
た
る
阿
蘇
君
氏
と
鞠
智
城
の
関

係
に
つ
い
て
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に

阿
蘇
君
氏
は
、
鞠
智
城
が
構
築
さ
れ
た
肥
後
国
菊
池
郡
域
の
東
に
隣
接
す
る
肥

後
国
阿
蘇
郡
域
を
拠
点
と
し
て
お
り
、「
鞠
智
城
に
最
も
近
い
位
置
を
本
拠
と

し
た
肥
後
の
国
造
」と
な
る
。
鞠
智
城
が
築
造
さ
れ
た
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
、

同
城
と
阿
蘇
君
氏
の
関
わ
り
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
本
稿
で
は
肥
後
の
有
力
氏
族
の
中
で
も
、
特
に
阿
蘇
君
氏
の
動
向
に
注
目

す
る
。
鞠
智
城
研
究
は
、
同
城
の
西
方
の
有
明
海
方
面
・
北
方
の
筑
紫
方
面
・

南
方
の
大
隅
・
薩
摩
方
面
に
着
目
さ
れ
て
き
た
が
、
東
方
の
阿
蘇
方
面
に
焦
点

を
当
て
る
こ
と
で
新
た
な
検
討
視
角
の
提
示
を
目
指
し
た
い
。

一
．
七
世
紀
前
半
以
前
の
阿
蘇
君
氏

（
一
）
阿
蘇
君
氏
の
基
本
的
性
格

阿
蘇
君
氏
と
鞠
智
城
の
関
係
を
考
察
す
る
基
礎
作
業
と
し
て
、
同
氏
の
基
本

的
な
性
質
を
検
討
し
、
続
い
て
同
城
築
造
前
代
に
あ
た
る
七
世
紀
前
半
ま
で
の

動
向
を
探
り
、
そ
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
く
。

肥
後
の
有
力
氏
族
に
は
、
支
配
し
て
い
た
地
名
（
須
原
二
〇
一
一
）、
な
い

し
仕
奉
の
基
盤
と
な
る
地
名
（
中
村
二
〇
一
五
）
を
氏
名
（
ウ
ヂ
ナ
）
と
し
て

冠
す
る
地
名
氏
姓
氏
族
や
、
部
民
を
管
理
し
た
伴
造
に
由
来
す
る
氏
名
を
有
す

る
伴
造
氏
姓
氏
族
が
存
在
す
る
（
第
１
表
参
照
）。
そ
し
て
、
現
状
で
は
姓
（
カ

バ
ネ
）
を
持
つ
場
合
、「
君
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
地
方

有
力
氏
族
の
負
う
「
君
」
の
姓
は
、
王
権
に
対
す
る
独
立
性
を
示
す
も
の
と
理

解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
近
年
で
は
中
村
友
一
氏
が
「
君
」
に
つ
い
て
、

地
域
の
管
掌
を
主
と
し
て
采
女
の
貢
進
の
他
、
自
ら
が
仕
奉
す
る
際
は
舎
人
や

臨
時
の
使
役
の
よ
う
な
「
時
限
的
仕
奉
」
を
行
っ
て
い
た
氏
族
が
冠
し
て
い
た

と
提
唱
し
て
い
る
（
中
村
二
〇
一
五
）。
地
方
有
力
氏
族
は
「
直
」
姓
を
有
す

る
ケ
ー
ス
が
多
い
が
、
中
村
氏
が
「
君
」
姓
と
異
な
り
「
直
」
を
持
つ
氏
族
が

中
央
有
力
氏
族
に
列
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
「
直
」
の
後
進
的
性
質
を
指
摘
し

て
い
る
こ
と
を
参
照
す
る
と
、
少
な
く
と
も
「
君
」
で
統
一
さ
れ
る
肥
後
の
有

力
氏
族
の
優
位
性
を
読
み
取
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
阿
蘇
君
氏
も
こ
う
し
た

肥
後
の
有
力
氏
族
の
一
氏
で
あ
り
、
姓
か
ら
王
権
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い

た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
、
王
権
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
と
推
察
で
き
る
阿
蘇
君
氏
に
つ

い
て
の
先
行
研
究
を
み
て
み
よ
う
。
阿
蘇
君
氏
に
つ
い
て
論
じ
た
先
学
は
、
そ

の
基
本
的
性
格
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
（
井
上
一
九
七
〇
、
田
中
卓

一
九
八
六
、
板
楠
二
〇
〇
三
、
隈
二
〇
〇
四
な
ど
）。
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Ⅰ
．
阿
蘇
郡
域
を
基
盤
と
し
た
有
力
氏
族
で
あ
り
、
勢
力
圏
は
ほ
ぼ
そ
の
中
に

　
　

収
ま
る

Ⅱ
．
阿
蘇
国
造
に
任
命
さ
れ
た
有
力
氏
族
で
あ
る

Ⅲ
．
神
武
大
王
の
王
子
で
あ
る
神
八
井
耳
命
を
祖
と
し
、
肥
君
氏
な
ど
と
同
族

　
　

関
係
を
持
つ

Ⅰ
で
あ
る
が
、
阿
蘇
君
氏
は
「
阿
蘇
」
な
る
地
名
を
氏
名
と
す
る
地
名
氏
姓

氏
族
で
あ
る
。
氏
姓
の
成
立
は
六
世
紀
前
半
頃
と
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

（
吉
田
一
九
八
八
、
中
村
二
〇
〇
九
）、
阿
蘇
君
氏
は
六
世
紀
以
降
の
阿
蘇
郡

域
に
お
け
る
中
心
的
氏
族
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
当
該
地
域
に
大
き
な
影
響
力

を
有
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
阿
蘇
郡
域
の
中
で
も
阿
蘇

五
岳
と
阿
蘇
外
輪
山
に
挟
ま
れ
た
カ
ル
デ
ラ
地
帯
、
そ
の
北
半
部
に
あ
た
る
阿

蘇
谷
を
拠
点
と
し
た
有
力
氏
族
と
さ
れ
て
い
る
。
当
地
域
に
は
阿
蘇
君
氏
が
奉

斎
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
十
世
紀
に
延
喜
式
内
社
と
も
な
っ
た
阿
蘇
神
社

（
現
熊
本
県
阿
蘇
市
・
同
氏
の
祖
た
る
建
磐
竜
命
な
ど
を
祀
る
）・
国
造
神
社

（
現
阿
蘇
市
・
祭
神
は
同
氏
の
祖
と
な
る
速
瓶
玉
命
な
ど
）
が
存
在
す
る
。
ま

た
、
五
世
紀
初
頭
頃
の
熊
本
県
下
で
も
最
大
級
の
前
方
後
円
墳
と
な
る
長
目
塚

古
墳
（
現
阿
蘇
市
）
や
、
六
世
紀
後
半
頃
の
巨
石
横
穴
式
石
室
を
内
蔵
す
る
上

御
倉
古
墳
・
下
御
倉
古
墳
（
共
に
現
阿
蘇
市
）
な
ど
の
有
力
古
墳
も
見
受
け
ら

れ
、
阿
蘇
君
氏
な
い
し
そ
の
前
身
と
な
る
有
力
者
の
墳
墓
と
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
。
現
状
で
は
阿
蘇
君
氏
の
阿
蘇
郡
域
に
お
け
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
否
定

す
る
要
素
は
特
に
認
め
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
良
い
（
二
）。

続
い
て
Ⅱ
に
移
ろ
う
。
国
造
は
王
権
か
ら
地
方
の
行
政
権
や
裁
判
権
な
ど
を

付
与
さ
れ
、支
配
地
域
の
伴
造
に
も
影
響
を
与
え
た
地
方
官
的
存
在
で
あ
る
（
石

母
田
一
九
七
一
な
ど
）。「
国
造
本
紀
」
に
よ
る
と
、
肥
後
に
は
肥
国
造
・
阿
蘇

国
造
・
葦
北
国
造
・
天
草
国
造
の
四
つ
の
国
造
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

第１表　肥後における有力氏族

※姓を有する有力氏族。姓を持たない氏族も地域において有力な位置付けを持つ場合、表に含めた	
※『日本書紀』は『紀』、『続日本後紀』は『続後紀』、『日本三代実録』は『三実』と略記		
※表の作成にあたり、坂本経堯「墓誌銅板を副葬した玉名郡人日置氏墳墓考」、佐伯有清『新撰姓
　氏録の研究』考證篇2、宮川麻紀「鞠智城築城の背景」も参照した
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【
史
料
１
】『
先
代
旧
事
本
紀
』「
国
造
本
紀
」
肥
国
造
条

　

瑞
籬
朝
、
大
分
国
造
同
祖
、
志
貴
多
奈
彦
命
児
遅
男
江
命
定
二
賜
国
造
一
。

【
史
料
２
】『
先
代
旧
事
本
紀
』「
国
造
本
紀
」
阿
蘇
国
造
条

　

瑞
籬
朝
御
世
、
肥
国
造
同
祖
、
神
八
井
耳
命
孫
速
瓶
玉
命
定
二
賜
国
造
一
。

【
史
料
３
】『
先
代
旧
事
本
紀
』「
国
造
本
紀
」
葦
北
国
造
条

　

纏
向
日
代
朝
御
代
、
吉
備
津
彦
命
児
三
井
根
子
命
定
二
賜
国
造
一
。

【
史
料
４
】『
先
代
旧
事
本
紀
』「
国
造
本
紀
」
天
草
国
造
条

　

志
賀
高
穴
穂
朝
御
世
、
神
魂
命
十
三
世
孫
建
嶋
松
命
定
二
賜
国
造
一
。

肥
国
造
は
、
肥
後
国
八
代
郡
域
を
本
拠
と
し
て
肥
前
・
肥
後
な
ど
に
大
き
な

影
響
力
を
誇
っ
て
い
た
と
理
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
阿
蘇
国

造
は
阿
蘇
郡
域
、
葦
北
国
造
は
葦
北
郡
域
、
天
草
国
造
は
肥
後
国
天
草
郡
域

を
基
盤
と
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
国
造
は
支
配
し
て
い
た
国
名
を
氏
名
と
し
て

名
乗
る
の
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
（
篠
川
二
〇
〇
五
）、

阿
蘇
国
を
支
配
し
た
阿
蘇
国
造
に
任
命
さ
れ
た
の
は
阿
蘇
君
氏
と
評
価
し
て

大
過
な
い
で
あ
ろ
う
（
三
）。
国
造
は
筑
紫
君
磐
井
の
乱
以
後
に
設
置
さ
れ
、
基

本
的
に
天
武
天
皇
治
世
末
年
頃
に
廃
さ
れ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
た
め
（
篠
川

一
九
九
六
）、
六
世
紀
前
半
か
ら
七
世
紀
末
に
か
け
て
阿
蘇
君
氏
が
阿
蘇
国
造

に
任
命
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
Ⅲ
に
も
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
が
、「
国
造
本
紀
」
に
よ
る
と
肥

国
造
と
阿
蘇
国
造
は
同
族
関
係
に
あ
り
、
肥
君
氏
と
阿
蘇
君
氏
の
密
接
な
関
係

が
読
み
取
れ
る
。
そ
の
一
方
で
葦
北
国
造
・
天
草
国
造
と
は
そ
う
し
た
関
係
に

な
か
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
、
六
・
七
世
紀
に
お
け
る
肥
後
の
情
勢
の
一
端
を

窺
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
肥
君
氏
と
阿
蘇
君
氏
の
同
族
関
係
は
『
古
事
記
』

で
も
み
え
る
。

【
史
料
５
】『
古
事
記
』
神
武
段

　
（
前
略
）
故
、
其
日
子
八
井
耳
命
者
〈
茨
田
連
・
手
島
連
之
祖
。〉
神
八
井

　
　

耳
命
者
〈
意
富
臣
・
小
子
部
連
・
坂
合
部
連
・
肥
君
・
大
分
君
・
阿
蘇
君
・

　
　

筑
紫
三
宅
連
・
雀
部
臣
・
雀
部
造
・
小
長
谷
造
・
都
祁
直
・
伊
予
国
造
・

　
　

信
濃
国
造
・
道
奥
石
城
国
造
・
常
道
那
賀
国
造
・
長
狭
国
造
・
伊
勢
船
木
直
・

　
　

尾
張
丹
波
臣
・
島
田
臣
等
之
祖
也
。〉

【
史
料
５
】
に
よ
る
と
、
阿
蘇
君
氏
は
神
武
大
王
の
王
子
た
る
神
八
井
耳
命

を
祖
と
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
肥
君
氏
の
他
に
も
、
中
央
有
力
氏
族
と
な

る
意
富
（
多
）
臣
（
後
に
朝
臣
）
氏
、
ま
た
九
州
で
は
豊
後
国
大
分
郡
域
を
基

盤
と
し
た
大
分
国
造
の
大
分
君
氏
や
、
筑
前
国
那
珂
郡
域
を
本
拠
と
し
た
筑
紫

三
宅
連
氏
と
も
同
族
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
密
接
な

関
係
が
形
成
さ
れ
た
要
因
や
時
期
が
問
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

本
節
で
は
、
先
行
学
説
を
参
照
し
な
が
ら
阿
蘇
君
氏
の
基
本
的
性
格
を
概
観

し
た
が
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
明
ら
か
に
阿
蘇
国
造
の
阿
蘇
君
氏
の
こ
と

を
記
し
て
い
る
史
料
は
【
史
料
２
・
５
】
の
み
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
は
Ⅰ
～
Ⅲ
の
基
本
的
性
格
程
度
の
こ
と
し
か
指
摘
で
き
ず
、
七
世

紀
以
前
に
お
け
る
阿
蘇
君
氏
の
具
体
的
な
動
向
を
復
原
す
る
の
は
困
難
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
史
料
が
僅
少
な
阿
蘇
君
氏
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
得
る
史
料
は
他
に
も

存
在
す
る
。
そ
れ
が
六
世
紀
以
降
の
王
権
の
九
州
に
お
け
る
一
大
拠
点
た
る
那
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津
官
家
（
現
福
岡
県
福
岡
市
に
比
定
）
の
修
造
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
節
を

改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。

（
二
）
那
津
官
家
と
阿
蘇
君
氏

那
津
官
家
は
、
古
代
に
お
け
る
九
州
の
中
核
と
な
っ
た
大
宰
府
と
の
関
連
性

が
注
目
さ
れ
て
い
る
王
権
の
重
要
拠
点
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』（
以
降
『
紀
』

と
略
称
）
で
は
那
津
官
家
に
関
し
て
宣
化
大
王
が
次
の
よ
う
な
詔
を
下
し
て
い

る
。

【
史
料
６
】『
紀
』
宣
化
元
年
（
五
三
六
）
五
月
辛
丑
条

　
　

詔
曰
、
食
者
天
下
之
本
也
。
黄
金
万
貫
、
不
レ
可
レ
療
レ
飢
。
白
玉
千
箱
、

　
　

何
能
救
レ
冷
。
夫
筑
紫
国
者
遐
邇
之
所
二
朝
届
一
、
去
来
之
所
二
関
門
一
。
是

　
　

以
海
表
之
国
候
二
海
水
一
以
来
賓
、
望
二
天
雲
一
而
奉
貢
。
自
二
胎
中
之
帝
一
洎

　
　
二
于
朕
身
一
、
収
二
蔵
穀
稼
一
、
蓄
二
積
儲
糧
一
。
遥
設
二
凶
年
一
、
厚
饗
二
良
客
一
。

　
　

安
レ
国
之
方
、
更
無
レ
過
レ
此
。

　
　

故
朕
、
遣
二
阿
蘇
仍
君
一
、〈
未
レ
詳
也
。〉加
運
二
河
内
国
茨
田
郡
屯
倉
之
穀　

　
　
一
。蘇
我
大
臣
稲
目
宿
禰
、宜
下

遣
二

尾
張
連
一
、運
中

尾
張
国
屯
倉
之
穀
上

。

　
　

物
部
大
連
麁
鹿
火
宜
下
遣
二
新
家
連
一
、運
中
新
家
屯
倉
之
穀
上
。阿
倍
臣
宜
下　

　
　
　
　

遣
二
伊
賀
臣
一
、
運
中
伊
賀
国
屯
倉
之
穀
上
。
修
二
造
官
家
那
津
之
口
一
。

　
　

又
其
筑
紫
・
肥
・
豊
三
国
屯
倉
、散
在
二

懸
隔
一
。運
輸
遥
阻
。儻
如
須
要
、

　
　

難
二

以
備
一
レ
卒
。亦
宜
下

課
二

諸
郡
一
分
移
、聚
二

建
那
津
之
口
一
、以
備
二

非

　
　

常
一
、
永
為
中
民
命
上
。
早
下
二
郡
県
一
、
令
レ
知
二
朕
心
一
。

【
史
料
６
】
で
は
、
最
初
に
外
交
の
拠
点
で
あ
る
筑
紫
に
穀
物
を
蓄
積
す
る

こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
、
大
王
が
「
阿
蘇
仍
君
」
を
筑
紫
に
遣
わ
し
た
こ
と
、

さ
ら
に
河
内
の
茨
田
屯
倉
（
現
大
阪
府
門
真
市
に
比
定
）
の
穀
も
運
ば
せ
る
こ

と
が
記
さ
れ
る
。
続
け
て
、
蘇
我
臣
稲
目
・
物
部
連
麁
鹿
火
・
阿
倍
臣
某
（
大

麻
呂
ヵ
）
と
い
っ
た
群
臣
に
対
し
、
尾
張
連
某
・
新
家
連
某
・
伊
賀
臣
某
を
遣

わ
し
て
、
尾
張
の
屯
倉
・
新
家
屯
倉
（
現
三
重
県
津
市
に
比
定
）・
伊
賀
の
屯

倉
の
穀
を
運
ば
せ
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
非
常
に
備
え
筑
紫
・
肥
・

豊
の
屯
倉
か
ら
も
穀
・
建
物
の
一
部
を
分
け
移
し
て
、
那
津
の
口
に
聚
め
建
て

る
と
い
う
命
を
下
し
て
い
る
（
鎌
田
二
〇
〇
一
ａ
）。

本
記
事
に
つ
い
て
酒
井
芳
司
氏
は
、『
漢
書
』
な
ど
を
下
敷
き
に
し
た
作
文

な
ど
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
尾
張
の
屯
倉
な
ど
か
ら
穀
を
運
ば
せ
る

と
い
う
部
分
ま
で
は
そ
の
史
実
性
が
疑
問
視
さ
れ
る
も
の
の
、
筑
紫
・
肥
・
豊

の
屯
倉
（
四
）
か
ら
穀
や
倉
を
分
け
移
し
て
那
津
の
口
に
聚
め
建
て
る
と
い
う
方

式
は
類
例
の
な
い
特
異
な
様
相
を
示
し
て
お
り
、
時
期
は
問
題
で
あ
る
が
何
ら

か
の
史
実
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
酒
井
二
〇
〇
八
）。
酒
井

氏
は
那
津
官
家
の
成
立
時
期
は
六
世
紀
中
葉
と
す
る
。
そ
し
て
、
筑
紫
・
肥
・

豊
の
屯
倉
か
ら
那
津
官
家
へ
の
穀
運
送
は
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
恒
常
的
に

行
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
屯
倉
を
当
官
家
の
支
配
下
に
組
み
込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
て

い
る
（
松
原
一
九
八
三
）。
ま
た
、
本
事
業
は
六
世
紀
以
降
の
大
規
模
化
す
る
対

外
政
策
の
た
め
に
他
所
の
屯
倉
か
ら
多
く
の
穀
を
収
納
さ
せ
て
那
津
官
家
の
兵

站
化
を
意
図
し
た
施
策
と
の
見
解
も
呈
さ
れ
て
い
る
（
仁
藤
二
〇
一
二
）。
こ

れ
ら
に
関
連
し
て
、
那
津
官
家
比
定
地
と
な
る
現
福
岡
市
域
に
は
「
三
宅
」
な

る
地
名
が
現
在
も
残
り
、
比
恵
・
那
珂
遺
跡
群
（
共
に
現
福
岡
市
）
か
ら
は
六

世
紀
後
半
頃
の
倉
庫
群
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
参
考
と
な
る
。
六
世

紀
中
葉
以
降
、
那
珂
郡
域
に
王
権
の
九
州
に
お
け
る
一
大
拠
点
が
造
営
さ
れ
て

い
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
比
恵
・
那
珂
遺
跡
群
の
建
物
群
は
、
七
世
紀
後

半
の
大
宰
府
・
大
野
城
（
現
太
宰
府
市
・
福
岡
県
大
野
城
市
・
福
岡
県
宇
美
町
）
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の
形
成
に
よ
り
衰
退
す
る
ま
で
存
続
し
た
と
さ
れ
る
（
米
倉
一
九
九
三
）。

さ
て
、【
史
料
６
】
で
は
大
王
が
直
接
遣
わ
し
た
人
物
と
し
て
「
阿
蘇
仍
君
」

が
み
え
る
。
こ
の
「
阿
蘇
仍
君
」
は
漠
然
と
阿
蘇
君
氏
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
一
方
で
「〈
未
レ

詳
也
。〉」
と
い
う
注
が
付
さ
れ
て
い
る
以

上
、
阿
蘇
君
氏
の
こ
と
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
（
田
中
卓

一
九
八
六
）。
先
行
研
究
で
は
、
本
事
業
に
阿
蘇
君
氏
が
関
与
し
た
と
す
る
見

解
と
、
関
わ
っ
た
と
は
評
価
で
き
な
い
と
み
る
意
見
が
あ
り
、
直
ち
に
同
氏
の

事
績
と
捉
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。「
阿
蘇
仍
君
」
を
阿
蘇
君
氏
と
評
す
る

場
合
、「〈
未
レ

詳
也
。〉」
な
る
注
が
付
与
さ
れ
て
い
る
意
味
を
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
。

「〈
未
レ
詳
也
。〉」
の
理
解
で
あ
る
が
、「
仍
」
は
衍
字
で
あ
り
、
傍
ら
に
施
し

た
訓
が
紛
れ
て
本
文
と
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
参
照
で
き
る
（
飯

田
一
九
三
〇
）。
本
記
事
の
原
史
料
に
「
阿
蘇
君
」（
あ
そ
の
き
み
）
と
記
す
際
、

「
の
」
に
「
仍
」
字
を
充
て
て
し
ま
い
、「
阿
蘇
仍
君
」（
あ
そ
の
の
き
み
）
と

誤
記
す
る
こ
と
に
な
り
、『
紀
』
編
纂
者
が
阿
蘇
君
氏
の
こ
と
と
認
識
で
き
な

か
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
阿
蘇
仍
君
＝
阿
蘇
君
」
と
評
価
で

き
れ
ば
、
那
津
官
家
修
造
事
業
に
阿
蘇
君
氏
が
関
与
し
た
こ
と
を
指
摘
可
能
に

な
る
。
そ
し
て
、
阿
蘇
君
氏
は
尾
張
連
氏
ら
と
異
な
り
、
大
王
が
直
接
遣
わ
し

た
と
し
て
筆
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
当
該
事
業
に
お
け
る
特
異
性

が
窺
え
、
現
地
に
お
け
る
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

阿
蘇
君
氏
を
派
遣
し
た
と
い
う
箇
所
は
、
前
述
の
よ
う
に
先
学
に
お
い
て
史

実
性
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
阿
蘇
君
氏
に
対
し
て
「〈
未

レ

詳
也
。〉」
の
注
が
付
い
て
い
る
以
上
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
原
史
料
が
大

幅
に
潤
色
さ
れ
た
可
能
性
は
低
い
と
み
ら
れ
る
。
尾
張
な
ど
か
ら
の
穀
運
搬

や
、
阿
蘇
君
氏
が
茨
田
屯
倉
の
穀
を
運
ん
だ
こ
と
は
史
実
性
が
薄
い
と
捉
え
た

と
し
て
も
、
同
氏
が
那
津
官
家
修
造
の
現
地
に
お
け
る
中
核
的
存
在
で
あ
っ
た

程
度
の
こ
と
は
認
め
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
記
事
は
、
阿
蘇
君

氏
が
那
津
の
口
に
派
遣
さ
れ
、
同
氏
を
中
心
と
し
た
那
津
官
家
修
造
が
行
わ
れ

た
と
い
う
内
容
の
原
史
料
に
、
重
要
な
政
策
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
茨
田
屯

倉
か
ら
の
穀
運
送
や
、
群
臣
を
動
員
し
た
穀
の
運
搬
の
事
柄
が
追
加
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
六
世
紀
中
葉
以
降
、
阿
蘇
君
氏
は
筑
紫
・
肥
・
豊
の
屯
倉
の

穀
・
倉
を
那
津
の
口
に
聚
め
建
て
る
と
い
う
、
九
州
に
お
け
る
王
権
の
一
大
政

策
に
大
き
く
関
与
し
て
い
た
と
考
え
た
い
。
阿
蘇
君
氏
が
、
こ
う
し
た
政
策
の

中
核
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
筑
紫
・
肥
・
豊
に
お
け
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
を
掌
握
し
た
と
ま
で
評
価
で
き
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
の
諸
地
域
に
一
定
の
影

響
力
を
及
ぼ
し
得
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
穀
の
集
積
が
一

時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
恒
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
阿
蘇
君
氏
は
七
世
紀
後
半
に
至
る
ま
で
那
津
官
家
の
機
能
維
持
に
尽
力

し
、
王
権
か
ら
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
阿
蘇
君
氏
が
こ
の
よ

う
な
大
役
に
抜
擢
さ
れ
た
の
は
、
同
氏
が
那
津
官
家
の
修
造
、
そ
の
後
の
経
営
・

維
持
に
直
接
的
に
関
与
で
き
る
九
州
の
有
力
氏
族
で
あ
り
、
さ
ら
に
王
権
か
ら

信
頼
性
の
高
い
存
在
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
な
に
ゆ
え
九
州
屈
指
の
有
力
氏
族
で

あ
る
筑
紫
君
氏
や
肥
君
氏
が
こ
う
し
た
施
策
の
主
導
的
立
場
に
任
命
さ
れ
な

か
っ
た
か
で
あ
ろ
う
。
那
津
官
家
が
修
造
さ
れ
た
の
は
磐
井
の
乱
か
ら
間
も
な

い
時
期
で
あ
り
、
信
頼
性
が
低
下
し
て
い
た
筑
紫
君
氏
を
中
核
に
据
え
な
か
っ

た
こ
と
は
理
解
で
き
る
と
し
て
も
、
乱
に
て
中
立
的
立
場
を
採
っ
た
、
な
い
し

王
権
側
に
就
き
、
乱
後
に
筑
前
な
ど
に
も
勢
力
を
拡
大
さ
せ
た
と
目
さ
れ
て
い

る
肥
君
氏
（
井
上
一
九
七
〇
、
瓜
生
二
〇
〇
九
）
が
任
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
は

注
目
で
き
る
。
王
権
は
那
津
官
家
修
造
に
関
与
さ
せ
る
氏
族
と
し
て
、
肥
君
氏
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よ
り
も
阿
蘇
君
氏
の
方
が
王
権
に
と
っ
て
都
合
が
良
い
と
判
断
し
て
い
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
る
。
次
節
で
は
阿
蘇
君
氏
が
那
津
官
家
修
造
事
業
に

関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
如
何
な
る
動
向
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
検
討

す
る
。

（
三
）
阿
蘇
君
氏
の
勢
力
伸
長

阿
蘇
君
氏
は
阿
蘇
郡
域
を
本
拠
と
し
た
氏
族
で
あ
る
が
、
畿
内
・
讃
岐
・
美

濃
に
も
関
係
氏
族
が
見
受
け
ら
れ
る
。
九
世
紀
初
頭
の
畿
内
に
居
住
す
る
氏
族

の
祖
を
書
き
記
し
た
『
新
撰
姓
氏
録
』（
以
降
『
姓
氏
録
』
と
略
称
）
に
よ
る
と
、

阿
蘇
（
姓
不
明
）
氏
が
み
え
る
（『
姓
氏
録
』
不
載
姓
氏
録
姓
）。
ま
た
、
美
濃

国
栗
栖
田
郡
に
は
阿
蘇
君
族
刀
自
売
（「
大
宝
二
年
〔
七
〇
二
〕
美
濃
国
戸
籍
」

〔『
大
日
本
古
文
書
』
一
〕）、
讃
岐
国
大
内
郡
に
阿
蘇
（
君
あ
る
い
は
姓
な
し
）

広
遠
・
そ
の
父
の
阿
蘇
（
姓
な
し
ヵ
）
豊
茂
（『
政
事
要
略
』
巻
九
十
五
所
引
「
承

平
五
年〔
九
三
五
〕六
月
十
三
日
太
政
官
符
」）、阿
蘇（
姓
不
明
）常
子
な
ど（「
寛

弘
元
年
〔
一
〇
〇
四
〕
讃
岐
国
戸
籍
」〔『
平
安
遺
文
』
一
〕）
が
確
認
さ
れ
る
（
佐

伯
一
九
八
三
）。

正
史
に
お
い
て
那
津
官
家
修
造
記
事
以
外
に
具
体
的
な
動
向
を
み
せ
な
い
阿

蘇
君
氏
、
そ
の
関
連
氏
族
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
畿
内
方
面
に
も
認
め
ら
れ
る
か

が
問
題
と
な
っ
て
く
る
が
、
同
事
業
に
絡
め
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
那
津
官
家
修
造
に
よ
っ
て
阿
蘇
君
氏
は
王
権
と
よ
り
密
接
な

関
係
を
形
成
さ
せ
、
中
核
的
存
在
と
し
て
政
策
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

畿
内
と
の
連
絡
系
統
を
確
保
す
る
た
め
、
畿
内
お
よ
び
周
辺
地
域
に
関
係
氏
族

を
配
置
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
阿
蘇
君
氏
が
畿
内
へ
向

か
う
最
短
ル
ー
ト
は
阿
蘇
―
豊
後
―
瀬
戸
内
海
―
畿
内
で
あ
る
が
、
菊
鹿
盆
地

―
阿
蘇
―
豊
後
を
結
ぶ
陸
路
は
古
墳
時
代
に
は
存
在
し
て
い
た
と
い
う
（
鶴
嶋

一
九
九
七
）。
阿
蘇
郡
域
か
ら
豊
後
方
面
へ
向
か
う
と
、
別
府
湾
を
臨
む
豊
後

国
海
部
郡
域
や
大
分
郡
域
に
辿
り
着
く
。
当
地
域
の
有
力
氏
族
は
水
上
交
通
に

長
け
た
と
さ
れ
る
海
部
君
氏
や
（
五
）、
前
述
の
大
分
国
造
の
大
分
君
氏
で
あ
り
、

阿
蘇
君
氏
は
中
央
へ
の
進
出
の
際
に
こ
う
し
た
氏
族
と
協
調
し
て
い
っ
た
と
評

価
で
き
よ
う
。
阿
蘇
君
氏
と
大
分
君
氏
の
同
族
関
係
も
、
こ
の
時
に
発
生
し
た

と
み
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
大
分
郡
域
の
北
に
隣
接
す
る
豊

後
国
速
見
郡
域
に
は
肥
後
系
の
石
屋
形
を
備
え
る
鬼
の
岩
屋
一
号
墳
（
現
大
分

県
別
府
市
）
が
あ
り
、
阿
蘇
君
氏
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
。

か
か
る
阿
蘇
君
氏
関
係
氏
族
の
在
り
方
や
、
大
分
君
氏
と
の
同
族
関
係
を
考

慮
す
る
と
、【
史
料
６
】
に
あ
る
よ
う
に
阿
蘇
君
氏
が
茨
田
屯
倉
の
穀
運
送
に

も
関
与
し
て
い
た
可
能
性
も
想
定
で
き
る
。
阿
蘇
君
氏
は
、
茨
田
屯
倉
か
ら
穀

を
運
搬
す
る
際
、
瀬
戸
内
海
水
上
交
通
の
便
宜
の
た
め
に
関
係
氏
族
を
配
置
し

て
い
き
、
海
部
君
氏
・
大
分
君
氏
な
ど
と
も
連
携
し
た
と
の
評
価
も
可
能
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
評
価
し
な
い
と
し
て
も
、
阿
蘇
君
氏
は
那
津
官
家
修
造
事
業

へ
の
関
与
を
契
機
と
し
て
、
阿
蘇
郡
域
か
ら
畿
内
・
瀬
戸
内
海
方
面
へ
進
出
し

て
い
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、阿
蘇
君
氏
の
対
外
進
出
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
が
筑
紫
・

肥
へ
の
進
出
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
阿
蘇
君
氏
が
九
州
に
お
い
て
那
津
官
家
の
修

造
や
、
そ
の
後
の
運
営
・
維
持
に
密
接
に
関
わ
る
以
上
、
本
拠
地
た
る
阿
蘇
郡

域
と
の
つ
な
が
り
を
如
何
に
し
て
確
保
し
た
の
か
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
次

章
に
て
考
察
す
る
よ
う
に
、
阿
蘇
君
氏
は
多
く
の
馬
を
飼
育
し
て
い
た
が
、
そ

れ
ら
を
穀
の
運
送
に
利
用
す
る
施
策
が
行
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
り
、
阿
蘇
郡
域

―
那
津
官
家
を
結
ぶ
ル
ー
ト
の
整
備
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

先
ず
六
世
紀
代
の
阿
蘇
郡
域
と
那
津
官
家
を
結
ぶ
陸
上
交
通
に
つ
い
て
検
討

し
て
み
よ
う
。
延
喜
式
制
以
前
の
駅
路
に
相
当
し
、
鞠
智
城
な
ど
の
古
代
山



48

城
と
も
関
連
し
て
成
立
し
た
の
が
車
路
で
あ
る
が
、
筑
紫
か
ら
阿
蘇
郡
域
ま

で
筑
紫
―
玉
名
―
山
鹿
―
菊
池
―
合
志
―
阿
蘇
と
い
う
ル
ー
ト
を
辿
る
（
鶴

嶋
二
〇
一
一
）。
そ
し
て
、
玉
名
郡
域
・
山
鹿
郡
域
・
菊
池
郡
域
と
い
っ
た
菊

池
川
流
域
の
装
飾
古
墳
や
石
人
か
ら
、
六
世
紀
に
は
筑
紫
と
菊
鹿
盆
地
を
結
ぶ

車
路
前
身
ル
ー
ト
が
存
在
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
（
鶴
嶋
一
九
七
九
）、
先
述

し
た
よ
う
に
古
墳
時
代
に
は
菊
鹿
盆
地
と
阿
蘇
郡
域
を
結
ぶ
ル
ー
ト
も
形
成
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
阿
蘇
郡
域
か
ら
那
津
官
家
を
結
ぶ
ル
ー
ト
の
途
中
に

は
、
菊
鹿
盆
地
な
ど
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
阿
蘇
君
氏
は
肥
の
代
表
的
屯
倉
で

あ
る
春
日
部
屯
倉
（
現
熊
本
県
熊
本
市
に
比
定
）
を
管
理
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ

え
に
那
津
官
家
修
造
事
業
に
抜
擢
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
見
解
が
あ
る
（
田
中
史

生
二
〇
一
四
）。
そ
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
と
す
れ
ば
、
加
え
て
肥
後
国
飽
田
・

託
麻
両
郡
域
も
関
係
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
阿
蘇
君
氏

が
那
津
官
家
の
阿
蘇
郡
域
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
同
官
家
の
修
造
・

運
営
の
円
滑
化
を
行
う
た
め
に
は
、
玉
名
・
山
鹿
・
菊
池
・
合
志
・
飽
田
・
託

麻
諸
郡
域
と
い
う
、
肥
後
北
部
を
あ
る
程
度
お
さ
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
那
津
官
家
修
造
事
業
は
、
阿
蘇
君
氏
の
目
を
畿
内
・
瀬
戸
内
海
方
面
だ
け

で
は
な
く
、
肥
後
北
部
に
も
向
け
さ
せ
る
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
と
捉
え
ら
れ

る
。な

お
、
那
津
官
家
の
現
地
管
理
者
と
さ
れ
る
筑
紫
三
宅
連
氏
と
関
連
す
る
古

墳
と
し
て
、
比
恵
・
那
珂
遺
跡
群
に
接
す
る
福
岡
平
野
最
大
の
墳
丘
規
模
を
持

つ
東
光
寺
剣
塚
古
墳
（
現
福
岡
市
）
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
当
古
墳
は
阿
蘇
溶

結
凝
灰
岩
製
の
石
屋
形
を
内
蔵
す
る
こ
と
や
、
阿
蘇
君
氏
が
那
津
官
家
修
造
に

関
与
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
氏
の
同
族
た
る
筑
紫
三
宅
連
氏
の
墳
墓
と
し
て

評
価
さ
れ
て
い
る
（
桃
﨑
二
〇
一
四
ａ
）。
筑
紫
三
宅
連
氏
は
、
阿
蘇
君
氏
の

も
と
で
、
な
い
し
協
調
し
て
那
津
官
家
を
管
理
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

菊
池
川
流
域
は
、江
田
船
山
古
墳
（
現
熊
本
県
和
水
町
）・
岩
原
双
子
塚
古
墳
・

チ
ブ
サ
ン
古
墳
（
共
に
現
山
鹿
市
）・
木
柑
子
古
墳
・
木
柑
子
高
塚
古
墳
（
共

に
現
菊
池
市
）
な
ど
の
古
墳
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
多
く
の
有
力
者
が
跋
扈
し

た
地
域
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
瓜
生
秀
文
氏
に
よ
る
と
、
当
該
地
域
の
有
力
者

は
磐
井
の
乱
に
お
い
て
磐
井
に
加
担
し
た
た
め
に
勢
力
を
低
減
さ
せ
た
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
（
瓜
生
二
〇
〇
九
）
さ
ら
に
瓜
生
氏
は
、
磐
井
と
行
動
を
異
に
し

た
肥
君
氏
は
菊
池
川
流
域
の
有
力
者
と
は
対
照
的
に
勢
力
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と

と
な
り
、
春
日
部
屯
倉
が
設
置
さ
れ
た
意
義
に
つ
い
て
は
、
勢
力
が
高
ま
っ
た

肥
君
氏
へ
の
牽
制
策
と
述
べ
る
。
春
日
部
屯
倉
設
置
に
よ
っ
て
強
大
な
肥
君
氏

へ
の
牽
制
が
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
当
屯
倉
の
管
理
者
と
し
て
は
那
津
官
家
修

造
に
関
与
す
る
こ
と
で
九
州
で
の
地
位
を
高
め
、
肥
後
北
部
に
一
定
程
度
の
干

渉
が
必
要
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
王
権
か
ら
信
頼
性
の
高
い
有
力
氏
族
と
み

な
さ
れ
て
い
た
阿
蘇
君
氏
の
存
在
が
注
目
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
様
相
を
み
せ
る
六
世
紀
中
葉
以
降
、
阿
蘇
君
氏
が
阿

蘇
国
造
に
任
命
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
王
権
の
新
た
な
地
方
官
た
る
国
造
に

任
じ
ら
れ
た
阿
蘇
君
氏
は
、
支
配
域
を
再
認
識
し
て
阿
蘇
郡
域
へ
の
影
響
力
を

一
層
強
め
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
六
世
紀
後
半
以
降
は
、
菊
池
川
流
域
の
有
力

者
の
影
響
力
が
弱
ま
り
、
東
に
隣
接
す
る
阿
蘇
郡
域
の
阿
蘇
君
氏
が
那
津
官
家

修
造
事
業
に
関
与
す
る
こ
と
で
、
肥
君
氏
よ
り
も
王
権
と
緊
密
に
結
び
付
き
、

肥
後
北
部
へ
の
干
渉
も
不
可
欠
と
な
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
有
力
者
の
地
位

が
低
下
し
て
い
た
菊
池
川
流
域
は
、
阿
蘇
君
氏
が
進
出
し
や
す
い
状
況
が
あ
っ

た
と
い
え
る
が
、
こ
う
し
た
情
勢
を
み
せ
る
肥
後
北
部
に
お
い
て
、
新
た
に
阿

蘇
国
造
と
な
っ
た
阿
蘇
君
氏
は
如
何
な
る
動
向
を
み
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
阿
蘇
国
造
の
阿
蘇
君
氏
が
王
権
と
特
殊
な
関
係
を
有
し
て
い
る

こ
と
を
背
景
に
、
肥
後
北
部
に
影
響
力
を
拡
大
・
扶
植
し
、
同
国
造
の
支
配
す
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る
阿
蘇
国
に
包
括
し
た
可
能
性
を
提
唱
し
た
い
。
阿
蘇
郡
域
の
西
方
に
隣
接
す

る
菊
池
川
流
域
の
有
力
氏
族
の
勢
力
低
下
や
、
那
津
官
家
修
造
事
業
へ
の
参
与

に
乗
じ
て
、
肥
後
北
部
に
影
響
力
を
強
め
て
い
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
先
行
学

説
と
は
異
な
り
、
阿
蘇
君
氏
の
勢
力
圏
は
阿
蘇
郡
域
の
み
な
ら
ず
、
肥
後
北
部

と
い
う
広
域
に
及
ん
だ
と
考
え
る
。特
に
、阿
蘇
郡
域
に
隣
接
す
る
山
鹿
・
菊
池
・

合
志
郡
域
へ
の
影
響
力
は
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

阿
蘇
郡
域
は
長
目
塚
古
墳
な
ど
の
大
型
古
墳
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
早
く
か

ら
土
地
開
発
が
展
開
し
た
豊
か
な
地
域
で
あ
る
が
、
阿
蘇
山
の
火
山
災
害
の
影

響
を
受
け
た
時
に
備
え
て
当
地
域
以
外
に
も
勢
力
を
伸
ば
し
、
多
く
の
土
地
を

確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
阿
蘇
郡
域
以
外
へ
の
本

格
的
な
勢
力
拡
大
が
可
能
と
な
っ
た
の
が
磐
井
の
乱
後
の
時
期
で
あ
り
、
肥
君

氏
よ
り
も
阿
蘇
君
氏
の
方
が
勢
力
を
伸
長
さ
せ
や
す
い
状
況
が
あ
っ
た
。
菊
鹿

盆
地
は
、
六
世
紀
後
半
以
降
に
米
の
生
産
力
が
向
上
し
た
地
域
で
も
あ
っ
た
が

（
木
村
二
〇
一
一
）、
那
津
官
家
修
造
・
運
営
に
際
し
て
こ
う
し
た
地
域
を
強

固
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
く
は
、
こ
の
時
期
に
当

該
地
域
の
生
産
力
が
向
上
し
た
の
も
、
那
津
官
家
修
造
・
運
営
に
関
係
が
あ
り
、

阿
蘇
君
氏
な
い
し
同
氏
に
協
調
す
る
有
力
氏
族
が
開
発
を
主
導
し
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
拠
地
た
る
阿
蘇
郡
域
に
隣
接
し
て
お
り
拠
点
と
し
や
す

い
た
め
、
阿
蘇
君
氏
が
菊
鹿
盆
地
の
生
産
性
を
高
め
、
強
固
に
維
持
し
て
い
っ

た
と
想
定
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
菊
鹿
盆
地
は
阿
蘇
君
氏
が
特
に
確
保

す
べ
き
重
要
地
域
と
評
価
で
き
よ
う
（
六
）。

ま
た
、
当
時
期
に
上
御
倉
古
墳
・
下
御
倉
古
墳
の
よ
う
な
肥
後
で
も
有
数
の

巨
石
石
室
を
備
え
る
有
力
古
墳
が
築
造
さ
れ
、
長
目
塚
古
墳
以
来
の
ピ
ー
ク
を

形
成
し
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
阿
蘇
君
氏
の
勢
力
伸
長
と
無
関
係
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
上
御
倉
古
墳
・
下
御
倉
古
墳
の
巨
石
石
室
は
、
弁
慶
ヶ
穴
古
墳
（
現

山
鹿
市
）
な
ど
の
肥
後
北
部
の
有
力
古
墳
と
近
似
し
た
設
計
プ
ラ
ン
を
持
っ
て

い
る
と
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
阿
蘇
郡
域
と
肥
後
北
部
の
関
係
を
評
価
す
る
上

で
参
照
で
き
る
（
隈
一
九
九
九
、
髙
木
二
〇
一
二
）。

本
章
で
は
、
阿
蘇
国
造
阿
蘇
君
氏
の
那
津
官
家
修
造
・
運
営
へ
の
密
接
な
関

与
を
背
景
と
し
た
、肥
後
北
部
へ
の
勢
力
拡
大
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
し
か
し
、

勢
力
が
低
下
し
て
い
た
と
し
て
も
、
果
た
し
て
肥
後
北
部
の
有
力
氏
族
が
阿
蘇

君
氏
の
影
響
力
扶
植
を
一
方
的
に
受
け
入
れ
た
か
と
い
う
問
題
が
次
に
浮
上
し

て
く
る
。
例
え
ば
、
上
御
倉
古
墳
・
下
御
倉
古
墳
の
埋
葬
施
設
は
、
玉
名
郡
域

の
塚
坊
主
古
墳
（
現
和
水
町
）
を
起
源
と
し
た
設
計
と
さ
れ
、
肥
後
北
部
の
有

力
古
墳
と
石
室
規
模
も
近
似
し
て
お
り
、
石
材
も
山
鹿
郡
域
か
ら
運
ば
れ
て
き

た
も
の
と
指
摘
さ
れ
る
（
髙
木
二
〇
一
二
）。
考
古
学
の
視
点
か
ら
み
る
と
、

阿
蘇
君
氏
が
肥
後
北
部
の
有
力
氏
族
を
一
方
的
に
お
さ
え
つ
け
た
と
捉
え
る
こ

と
は
難
し
い
。
上
御
倉
古
墳
は
前
室
の
閉
塞
石
に
装
飾
を
施
し
た
装
飾
古
墳
で

あ
る
が
、
肥
後
北
部
に
お
い
て
盛
行
し
た
装
飾
古
墳
の
文
化
を
阿
蘇
君
氏
が
受

け
入
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
同
氏
の
一
方
的
な
影
響
力
扶
植
を
想
定
す
る
の

は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
阿
蘇
君
氏
が
肥
後
北
部
に
進
出
し
た
と
す

る
の
な
ら
ば
、
肥
後
の
最
有
力
氏
族
た
る
肥
君
氏
と
の
関
係
も
述
べ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
次
章
か
ら
は
、
阿
蘇
君
氏
と
肥
後
の
有
力
氏
族
の
相
互
関
係
を
検

討
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
。

二
．
阿
蘇
君
氏
と
肥
後
の
有
力
氏
族

（
一
）
阿
蘇
君
氏
と
馬

本
節
で
は
、
阿
蘇
君
氏
と
馬
の
関
係
に
触
れ
、
同
氏
と
肥
後
北
部
の
有
力
氏

族
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
る
。『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、
古
代
肥
後
に
は

九
州
屈
指
の
馬
牧
で
あ
る
二
重
牧
な
ど
が
存
在
し
た
。
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【
史
料
７
】『
延
喜
式
』
兵
部
省
式

　
　

諸
国
馬
牛
牧
。（
中
略
）肥
前
国
。〈
鹿
嶋
馬
牧
・
庇
羅
馬
牧
・
生
属
馬
牧

　
　
〔
中
略
・
三
つ
の
牛
牧
〕。〉肥
後
国
。〈
二
重
馬
牧
・
波
良
馬
牧
。〉日
向

　
　

国〈
野
波
野
馬
牧
・
堤
野
馬
牧
・
都
濃
野
馬
牧〔
中
略
・
三
つ
の
牛
牧
〕。〉

　
　

右
諸
牧
馬
五
・
六
歳
、
牛
四
・
五
歳
、
毎
年
進
二
左
右
馬
寮
一
。
各
備
二
梳

　
　

刷
・
剉
一
。
其
西
海
道
諸
国
、
送
二
大
宰
府
一
。
但
帳
進
レ
省
。

　
　

凡
肥
後
国
二
重
牧
馬
、若
有
レ
超
レ
群
者
進
上
。余
充
二
大
宰
兵
馬
及
当
国
・

　
　

他
国
駅
・
伝
馬
一
。

【
史
料
７
】
に
よ
る
と
、
西
海
道
に
は
官
牧
た
る
八
つ
の
馬
牧
を
確
認
で
き
、

五
・
六
歳
と
な
っ
た
馬
は
大
宰
府
に
送
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
馬
牧
の
内
、
二
重
牧
（
現
阿
蘇
市
の
二
重
峠
周
辺
に
比
定
）・
波
良
牧
（
現

熊
本
県
小
国
町
に
比
定
）
が
肥
後
に
位
置
し
て
お
り
、
共
に
阿
蘇
郡
域
に
含
ま

れ
て
い
る
。
特
に
、
二
重
牧
は
阿
蘇
外
輪
山
の
二
重
峠
を
挟
み
、
阿
蘇
郡
域

西
端
か
ら
合
志
郡
域
東
端
に
跨
る
広
大
な
エ
リ
ア
を
擁
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
お

り
、【
史
料
７
】
に
は
当
牧
の
進
上
馬
の
中
で
群
を
抜
い
た
良
馬
が
あ
れ
ば
中

央
へ
貢
納
し
、
他
は
大
宰
府
の
兵
馬
お
よ
び
西
海
道
諸
国
の
駅
馬
な
ど
に
充
て

よ
と
の
特
例
措
置
が
み
え
る
（
隈
二
〇
〇
四
な
ど
）。
西
海
道
諸
国
の
馬
牧
で

育
成
さ
れ
た
馬
は
大
宰
府
に
送
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
二
重
牧
の
馬
は
そ

れ
に
加
え
て
西
海
道
諸
国
に
も
送
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
当
牧
の
高
い
生
産

性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
板
楠
和
子
氏
は
【
史
料
７
】
の
「
若

有
レ

超
レ

群
者
」
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
、「
養
老
令
」
厩
牧
令
に
「
群
」
は
百

頭
と
す
る
規
定
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
貢
納
馬
が
百
頭
を
超
え
た
場
合
に
中
央

へ
送
る
特
別
規
定
と
捉
え
て
い
る
（
板
楠
二
〇
〇
三
）。

【
史
料
８
】「
養
老
令
」
厩
牧
令
牧
毎
牧
条

　

凡
牧
、
毎
レ
牧
置
二
長
一
人
・
帳
一
人
一
。
毎
レ
群
牧
子
二
人
。
其
牧
馬
牛
、

　
　

皆
以
レ
百
為
レ
群
。

延
喜
式
制
下
で
最
も
多
く
の
馬
を
進
上
し
て
い
た
の
は
東
国
の
上
野
で

あ
り
、
多
く
の
牧
か
ら
年
間
九
十
五
頭
の
馬
を
貢
納
し
て
い
た
（
前
沢

一
九
九
一
）。
板
楠
氏
の
指
摘
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
二
重
牧
は
一
つ
の
牧

で
上
野
を
凌
駕
す
る
頭
数
を
献
納
す
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ど
ち
ら

の
解
釈
が
妥
当
で
あ
る
か
判
断
が
難
し
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
二
重
牧
が
九

州
の
馬
牧
の
中
で
大
規
模
で
あ
っ
た
と
い
う
特
異
性
を
帯
び
て
い
た
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
推
古
大
王
が
蘇
我
臣
馬
子
を
讃
美
す
る
際
、
馬
子
を
「
譬
武
伽

能
古
摩
（
日
向
の
駒
）」
に
例
え
た
こ
と
が
象
徴
す
る
よ
う
に
（『
紀
』
推
古

二
十
年
〔
六
一
二
〕
正
月
丁
亥
条
）、
古
代
九
州
の
良
馬
と
し
て
は
日
向
の
馬

が
著
名
で
あ
っ
た
が
、
二
重
牧
の
馬
は
質
よ
り
も
量
の
方
に
重
点
が
置
か
れ
て

い
た
と
い
え
よ
う
。『
延
喜
式
』
は
十
世
紀
の
史
料
で
あ
り
、
こ
う
し
た
阿
蘇

郡
域
の
馬
牧
の
特
殊
性
が
い
つ
頃
ま
で
遡
及
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
王

権
の
対
外
政
策
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
阿
蘇
君
氏
と
の
関
連
が
注
目
で

き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
重
牧
が
含
ま
れ
る
合
志
郡
域
で
は
、
八
反
原
遺
跡
（
現
熊
本
県
合
志
市
）

な
ど
か
ら
五
世
紀
代
の
馬
骨
・
馬
具
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
は
す

で
に
渡
来
系
集
団
に
よ
る
馬
飼
育
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
七
）。

当
該
期
に
二
重
牧
が
形
成
さ
れ
る
要
素
が
揃
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
五
世
紀

後
半
以
降
、
阿
蘇
山
周
辺
な
ど
九
州
の
馬
牧
に
て
飼
育
さ
れ
た
馬
は
、
筑
紫
に

集
め
ら
れ
て
対
外
政
策
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
（
桃
﨑
二
〇
一
四
ｂ
）。
馬
は

軍
事
的
に
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
大
規
模
化
し
て
い
く
王
権
の
派
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兵
に
対
し
て
、
多
く
の
馬
の
飼
育
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
筑
紫
・
肥
・
豊
の
屯
倉
か
ら
穀
な
ど
を
那
津
官
家
へ
運
搬
す
る
施
策
の

効
率
化
の
た
め
に
も
、
大
規
模
な
馬
飼
育
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
二
重
牧
の
経
営
主
体
と
し
て
、
那
津
官
家
修
造
事

業
の
中
核
的
地
位
に
抜
擢
さ
れ
、
加
え
て
阿
蘇
国
造
と
し
て
阿
蘇
郡
域
を
中
心

に
強
い
影
響
力
を
持
ち
、
さ
ら
に
周
縁
地
域
に
も
進
出
を
志
向
し
て
い
た
阿
蘇

君
氏
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
二
重
牧
は
合
志
郡
域
東
端
に
も
跨
る
が
、
当

郡
の
有
力
古
墳
が
集
中
し
て
造
営
さ
れ
た
の
は
西
部
で
あ
り
、
王
権
と
の
密
接

な
関
わ
り
を
背
景
と
し
て
勢
力
を
拡
大
さ
せ
た
阿
蘇
君
氏
と
結
び
付
け
る
の
が

良
い
と
思
わ
れ
る
。
六
世
紀
以
降
、
阿
蘇
君
氏
が
軍
事
・
運
送
目
的
で
経
営
を

本
格
化
さ
せ
た
馬
牧
の
一
つ
が
二
重
牧
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
本
論
で
は
阿
蘇
君
氏
が
馬
牧
の
経
営
を
展
開
さ
せ
た
要
因
と
し

て
、
別
の
視
角
も
提
示
し
た
い
。
肥
後
北
部
の
六
世
紀
後
半
以
降
の
有
力
氏
族

の
墳
墓
と
な
る
永
安
寺
東
古
墳
（
現
玉
名
市
）・
弁
慶
ヶ
穴
古
墳
・
鍋
田
横
穴

墓
群
（
現
山
鹿
市
）
な
ど
で
は
、
馬
の
装
飾
壁
画
が
存
在
し
、
ま
た
多
く
の
有

力
古
墳
か
ら
は
馬
具
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
肥
後
北
部
の
有
力
氏
族
が
、
馬
を

重
要
視
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
阿
蘇
君
氏
は
、
肥
後

北
部
へ
の
進
出
を
志
向
し
て
い
た
と
指
摘
し
た
が
、
こ
う
し
た
様
相
を
み
せ
る

肥
後
北
部
の
有
力
氏
族
に
対
し
、
阿
蘇
国
に
組
み
込
ん
で
影
響
力
を
扶
植
す
る

対
価
と
し
て
馬
を
供
給
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

阿
蘇
君
氏
が
那
津
官
家
修
造
・
運
営
を
展
開
さ
せ
る
た
め
に
は
、
筑
紫
ま
で

の
ル
ー
ト
や
収
納
す
る
作
物
確
保
の
面
か
ら
、
生
産
力
の
高
い
地
域
と
な
る
菊

鹿
盆
地
な
ど
の
有
力
氏
族
の
協
力
を
得
る
の
が
有
効
で
あ
っ
た
。
阿
蘇
君
氏

は
、
那
津
官
家
の
運
営
体
制
の
構
築
・
安
定
化
の
た
め
に
、
肥
後
北
部
の
有
力

氏
族
を
お
さ
え
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
馬
を
提
供
す
る
な
ど
の
妥
協
を
行
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
特
異
な
地
位
を
獲
得
し
た
と
は
い
え
、
勢
力
拡
大
を
果
た
し
た

ば
か
り
の
阿
蘇
君
氏
が
肥
後
北
部
へ
徹
底
し
た
勢
力
扶
植
を
実
施
す
れ
ば
反
発

が
起
こ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
も
徐
々
に
懐
柔
し
て
取

り
込
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
肥
後
北
部
の
有
力
氏
族

と
し
て
も
、
こ
う
し
た
阿
蘇
君
氏
の
影
響
下
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
不
都
合

な
事
態
で
は
な
く
、
馬
を
獲
得
で
き
、
さ
ら
に
同
氏
を
介
し
て
那
津
官
家
の
修

造
や
運
営
に
も
関
与
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
王
権
内
に
お
け
る
地
位
の
向

上
も
果
た
し
得
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
想
定
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
肥

後
北
部
の
有
力
氏
族
は
阿
蘇
君
氏
と
比
較
的
フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
を
保
持
し
つ

つ
、
同
氏
の
進
出
・
影
響
力
扶
植
を
受
け
入
れ
た
状
況
が
復
原
で
き
る
。
ま
た
、

磐
井
の
乱
後
に
勢
力
を
拡
大
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
肥
君
氏
の
進
出
を
抑
制
す
る
た

め
に
も
、
阿
蘇
君
氏
と
の
同
盟
に
近
い
協
調
関
係
は
必
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。阿

蘇
郡
域
で
飼
育
さ
れ
た
馬
は
、
対
外
政
策
に
お
け
る
軍
馬
お
よ
び
那
津
官

家
へ
穀
を
運
搬
す
る
荷
馬
と
い
っ
た
役
割
の
他
、
肥
後
北
部
の
支
配
を
安
定
さ

せ
る
役
割
を
阿
蘇
君
氏
に
よ
っ
て
担
わ
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
阿
蘇
君
氏
と
肥
君
氏
・
肥
直
氏

肥
君
氏
は
、
八
代
郡
域
を
本
拠
と
し
て
、
肥
後
の
み
な
ら
ず
筑
前
・
肥
前
・

薩
摩
に
も
強
い
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
有
力
氏
族
で
あ
る
（
八
）。
周
知
の
よ
う
に
、

肥
国
造
で
も
あ
っ
た
肥
君
氏
は
水
上
交
通
に
長
け
、
継
体
大
王
墓
と
さ
れ
る
今

城
塚
古
墳
（
現
大
阪
府
高
槻
市
）
の
石
棺
の
材
料
と
し
て
阿
蘇
ピ
ン
ク
石
（
馬

門
石
）
を
供
給
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
肥
君
氏
は
磐
井
の
乱
に
て

磐
井
に
加
担
せ
ず
に
、
王
権
側
に
就
い
て
肥
後
周
辺
地
域
に
勢
力
を
拡
大
し
、

対
外
政
策
に
も
深
く
関
与
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
（
井
上
一
九
七
〇
、
瓜
生
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二
〇
〇
九
）。
こ
の
よ
う
に
肥
君
氏
は
筑
紫
君
氏
に
比
肩
す
る
九
州
屈
指
の
有

力
氏
族
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
同
氏
を
考
え
る
上
で
留
意
す
べ
き
は
、
同
じ

氏
名
を
冠
し
、
従
来
ほ
と
ん
ど
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
肥
直

氏
の
存
在
で
あ
る
。
肥
君
氏
と
肥
直
氏
は
同
様
の
氏
名
を
負
っ
て
い
る
が
、
両

者
は
相
違
す
る
姓
を
有
し
て
い
る
た
め
、
王
権
と
の
関
わ
り
方
が
異
な
る
別
個

の
集
団
と
捉
え
ら
れ
る
。

肥
直
氏
は
、
肥
君
氏
と
同
じ
く
肥
国
を
支
配
な
い
し
基
盤
と
し
た
こ
と
に
起

因
す
る
氏
名
を
名
乗
り
、「
君
」
姓
よ
り
後
進
的
な
「
直
」
姓
を
持
つ
新
興
氏

族
と
な
る
。
肥
直
氏
と
し
て
は
、「
平
城
宮
出
土
木
簡
」
に
肥
直
三
田
次
（『
平

城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
二
七
）（
九
）、「
久
安
五
年
（
一
一
四
九
）

多
神
宮
注
進
状
草
案
」
に
多
神
社
（
現
奈
良
県
田
原
本
町
・
祭
神
は
神
八
井

耳
命
な
ど
）
祝
部
の
肥
直
尚
弼
が
確
認
さ
れ
る
（『
神
祇
全
書
』
三
）（
佐
伯

一
九
八
二
）。
特
に
、
後
者
は
中
央
有
力
氏
族
の
多
朝
臣
氏
と
共
に
、
同
氏
の

本
拠
地
に
あ
た
る
大
和
国
十
市
郡
域
の
多
神
社
の
経
営
に
深
く
関
与
し
て
い

る
。『
姓
氏
録
』
大
和
皇
別
で
は
多
朝
臣
氏
と
同
祖
と
す
る
肥
直
氏
が
み
え
、

す
で
に
九
世
紀
初
頭
に
は
大
和
国
に
移
貫
し
て
お
り
、
両
者
の
密
接
な
関
係
が

生
起
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
肥
直
氏
は
肥
前
・
肥
後
ど
ち

ら
か
を
ル
ー
ツ
と
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
現
状
で
は
中
央
の
み
に
存
在
が
認
め

ら
れ
る
氏
族
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
八
井
耳
命
系
譜
の
中
心
的
存
在
と
な
る
多

朝
臣
氏
が
管
理
す
る
多
神
社
の
祭
祀
に
与
っ
て
い
た
こ
と
は
重
要
視
で
き
る
。

中
央
に
お
け
る
活
動
の
痕
跡
が
希
薄
な
肥
君
氏
よ
り
も
、
中
央
と
の
関
わ
り
が

深
い
氏
族
と
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
肥
直
氏
を
検
討
す
る
と
、
確
か
に
姓
の
面
で
は
肥
君
氏
と
比

較
し
て
劣
位
に
あ
た
る
氏
族
で
あ
る
も
の
の
、
次
第
に
肥
君
氏
に
比
肩
す
る
よ

う
に
な
り
、
八
世
紀
ま
で
に
中
央
と
緊
密
な
関
係
を
持
つ
ほ
ど
勢
力
を
伸
ば
し

て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
が
想
定
さ
れ
る
。

肥
国
造
は
肥
君
氏
と
考
察
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
九
州
の
国
造
の
多
く

は
筑
紫
国
造
の
筑
紫
君
氏
や
大
分
国
造
の
大
分
君
氏
な
ど
「
君
」
姓
を
有
す
る

氏
族
が
任
命
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
豊
国
造
の

豊（
国
）直
氏
の
よ
う
に「
直
」姓
の
国
造
も
み
ら
れ
る（
篠
川
二
〇
〇
五
な
ど
）。

す
な
わ
ち
、
必
ず
し
も
肥
君
氏
の
み
が
肥
国
造
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
必
要
は

な
く
、
肥
直
氏
も
肥
国
造
で
あ
っ
た
可
能
性
も
成
り
立
つ
余
地
が
あ
ろ
う
。
先

掲
し
た
【
史
料
１
】
の
「
国
造
本
紀
」
肥
国
造
条
は
肥
国
造
の
系
譜
と
な
る
が
、

肥
君
氏
の
も
の
と
断
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
推
定
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
肥
君
氏
は
磐
井
の
乱
に
お
い
て
磐

井
を
支
援
し
た
た
め
に
王
権
か
ら
の
信
頼
性
が
低
下
し
、
代
わ
っ
て
磐
井
側
に

立
た
な
か
っ
た
有
力
者
が
肥
国
造
に
任
命
さ
れ
「
肥
直
」
の
氏
姓
を
賜
与
さ
れ

る
な
ど
、
肥
国
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
一
時
的
に
掌
握
し
た
と
い
う
想
定
も
可

能
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
肥
君
氏
は
そ
う
し
た
肥
直
氏
に
対
抗
し
て
他
地
域
に

進
出
し
、
対
外
政
策
を
支
援
す
る
な
ど
王
権
へ
積
極
的
に
働
き
か
け
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
後
の
肥
国
造
の
地
位
は
、
二
氏
の
間
で
流
動
的
に
移
動
し
た
と
思

わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
氏
姓
が
成
立
し
た
六
世
紀
以
降
、
肥
君
氏
と
肥
直
氏

が
肥
国
の
主
導
的
地
位
を
め
ぐ
り
競
合
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
六
世
紀
代
は
葦
北
国
造
の
刑
部
靫
部
阿
利
斯
登
が
対
外
政
策
に
関
与

し
、
子
の
日
羅
は
百
済
国
の
高
官
と
な
り
王
権
か
ら
国
政
に
つ
い
て
問
わ
れ
る

な
ど
、
肥
国
造
の
南
方
に
位
置
す
る
葦
北
国
造
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
く
時

期
で
あ
る
（『
紀
』
敏
達
十
二
年
〔
五
八
三
〕
是
歳
条
）。
そ
し
て
、
肥
後
北
部

で
は
王
権
か
ら
那
津
官
家
修
造
事
業
の
中
心
的
立
場
を
公
認
さ
れ
た
阿
蘇
君
氏

が
勢
力
を
伸
長
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
。
六
世
紀
代
の
肥
後
で
は
、
肥
君
氏
が
肥
直
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氏
と
の
拮
抗
に
晒
さ
れ
、
肥
君
氏
の
本
拠
地
の
南
北
で
は
葦
北
国
造
・
阿
蘇
国

造
が
台
頭
し
て
い
た
と
評
価
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
肥
後
の
情
勢
下
で
は
、
肥

君
氏
も
勢
力
保
持
の
た
め
に
他
地
域
に
進
出
し
、
ま
た
対
外
政
策
に
も
関
与
し

て
王
権
の
歓
心
を
獲
得
す
る
他
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
阿
蘇
君
氏
が
肥
君
氏
・
肥
直
氏
と
同
族
と
い
う
深

い
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
肥
君
氏
と
肥
直
氏
は
競
合
す
る

関
係
に
あ
り
、
さ
ら
に
葦
北
国
造
・
阿
蘇
国
造
も
注
意
す
べ
き
存
在
と
な
っ
て

い
た
。
そ
の
よ
う
な
不
安
定
な
事
情
を
抱
え
、
阿
蘇
国
造
の
勢
力
圏
に
接
す
る

肥
君
氏
に
対
し
、
阿
蘇
君
氏
は
同
族
関
係
の
形
成
を
求
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
困
難
な
立
場
に
あ
っ
た
肥
君
氏
が
、
那
津
官
家
修
造
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
、
大
規
模
な
馬
牧
を
経
営
し
て
い
る
阿
蘇
君
氏
と
緊
密
な
関
係
を
成
立

さ
せ
る
こ
と
は
、
不
都
合
な
事
態
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
阿
蘇
君

氏
と
し
て
も
、
水
上
交
通
に
長
け
、
筑
前
な
ど
に
勢
力
を
拡
大
し
て
い
た
肥
君

氏
と
の
密
接
な
関
係
は
、
ル
ー
ト
や
収
納
作
物
の
確
保
な
ど
、
那
津
官
家
運
営

体
制
を
強
化
す
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
加
え
て
、
筑
紫

肥
君
氏
の
存
在
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
肥
君
氏
は
筑
紫
君
氏
と
緊
密
な
関
係

に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
肥
君
氏
と
同
族
関
係
を
形
成
さ
せ
る
こ

と
で
、
那
津
官
家
運
営
体
制
に
筑
紫
君
氏
を
巻
き
込
む
こ
と
も
不
可
能
で
は
な

か
っ
た
。
そ
し
て
、
勢
力
基
盤
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
肥
国
の
重
要
な

地
位
に
あ
っ
た
肥
直
氏
と
も
同
様
の
理
由
に
よ
り
同
族
関
係
を
成
立
さ
せ
た
と

思
わ
れ
る
（
一
〇
）。

本
章
で
は
、
阿
蘇
君
氏
と
肥
後
北
部
の
有
力
氏
族
や
肥
君
氏
・
肥
直
氏
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
。
那
津
官
家
修
造
・
運
営
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
阿
蘇
君
氏
は
、
困
難
な
局
面
を
迎
え
て
い
た
肥
後
北
部
の
有
力
氏
族
や

肥
君
氏
・
肥
直
氏
の
間
隙
を
突
く
形
で
、
密
接
な
関
係
を
形
成
さ
せ
て
い
っ
た

と
指
摘
し
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
阿
蘇
国
造
の
阿
蘇
国
に
組
み
込
み
、
後
者
と

は
同
族
関
係
を
結
ぶ
こ
と
で
那
津
官
家
修
造
・
運
営
を
展
開
さ
せ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
阿
蘇
君
氏
と
こ
れ
ら
肥
後
の
有
力
氏
族
は
利
害
が
一
致
し
て

お
り
、
そ
の
関
係
は
相
互
に
依
存
し
合
う
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
、
協
調

し
て
那
津
官
家
の
経
営
な
ど
王
権
の
対
外
政
策
に
関
与
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ

う
。
以
上
の
よ
う
に
、
鞠
智
城
が
築
城
さ
れ
る
菊
池
郡
域
は
、
阿
蘇
君
氏
の
影

響
を
受
け
つ
つ
七
世
紀
後
半
を
迎
え
る
。

三
．
七
世
紀
後
半
の
阿
蘇
君
氏

（
一
）
評
の
成
立

本
章
か
ら
は
、
前
章
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
、
鞠
智
城
の
形
成
期
に
あ
た
る

七
世
紀
後
半
に
お
け
る
阿
蘇
君
氏
を
考
え
、
同
城
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ

る
。
七
世
紀
後
半
に
な
る
と
国
造
の
国
に
代
わ
り
評
が
成
立
し
、
そ
れ
ら
が
大

宝
元
年
（
七
〇
一
）
の
「
大
宝
令
」
施
行
に
よ
っ
て
郡
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が

多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
状
の
史
料
か
ら
肥
後

に
お
け
る
評
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
本
節
で
は
評
の
成
立
に
つ
い
て
比
較
的
史
料
が
豊
富
な
東
国
の
常
陸
な

ど
の
在
り
方
を
検
討
し
、
肥
後
の
評
制
を
考
察
す
る
一
助
と
す
る
。

『
常
陸
国
風
土
記
』
で
は
、
常
陸
の
鹿
嶋
評
・
行
方
評
・
信
太
評
や
陸
奥
の

石
城
評
の
成
立
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る（
史
料
中
の「
郡
」は「
大
宝
令
」

に
基
づ
く
文
飾
）。

【
史
料
９
】『
常
陸
国
風
土
記
』
鹿
嶋
郡
条

　

古
老
曰
、難
波
長
柄
豊
前
大
朝
馭
宇
天
皇
之
世
、己
酉
年
、大
乙
上
中
臣
［　

　
　

］
子
・
大
乙
下
中
臣
部
兎
子
等
、
請
二
惣
領
高
向
大
夫
一
、
割
二
下
総
国
海
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上
国
造
部
内
軽
野
以
南
一
里
・
那
賀
国
造
部
内
寒
田
以
北
五
里
一
、
別
置
二

　
　
　

神
郡
一
。

【
史
料
10
】『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
条

　

古
老
曰
、
難
波
長
柄
豊
前
大
宮
馭
宇
天
皇
之
世
、
癸
丑
年
、
茨
城
国
造
小

　
　

乙
下
壬
生
連
麿
、
那
賀
国
造
大
建
壬
生
直
夫
子
等
、
請
二
惣
領
高
向
大
夫
・

　
　

中
臣
幡
織
田
大
夫
等
一
、
割
二

茨
城
地
八
里
［
・
那
賀
地
七
里
］、
合
七
百

　
　

余
戸
一
、
別
置
二
郡
家
一
。

【
史
料
11
】『
釈
日
本
紀
』
巻
十
所
引
「
常
陸
国
風
土
記
逸
文
」

　

古
老
曰
、
御
二
宇
難
波
長
柄
豊
前
宮
一
之
天
皇
御
世
、
癸
丑
年
、
小
山
上
物

　
　

部
河
内
・
大
乙
上
物
部
会
津
等
、
請
二
惣
領
高
向
大
夫
等
一
、
分
二
筑
波
・

　
　

茨
城
郡
七
百
戸
一
、
置
二
信
太
郡
一
。

【
史
料
12
】『
常
陸
国
風
土
記
』
多
珂
郡
条

　

古
老
曰
（
中
略
）
其
後
、
至
二
難
波
長
柄
豊
前
大
宮
臨
軒
天
皇
之
世
一
、
癸

　
　

丑
年
、
多
珂
国
造
石
城
直
美
夜
部
、
石
城
評
造
部
志
許
赤
等
、
請
二

申
惣

　
　

領
高
向
大
夫
一
、以
二
所
部
遠
隔
、往
来
不
便
一
、分
置
二
多
珂
・
石
城
二
郡
一
。

【
史
料
９
～
12
】
に
よ
る
と
、
己
酉
年
（
大
化
五
年
〔
六
四
九
〕）
に
常
陸
の

那
賀
国
造
・
下
総
の
海
上
国
造
の
支
配
エ
リ
ア
を
割
く
形
で
鹿
嶋
評
が
形
成
さ

れ
、
癸
丑
年
（
白
雉
四
年
〔
六
五
三
〕）
に
常
陸
の
茨
城
評
・
那
賀
評
の
一
部

を
割
い
て
行
方
評
が
（
一
一
）、
常
陸
の
筑
波
評
・
茨
城
評
を
割
い
て
信
太
評
が
、

多
珂
評
の
一
部
分
か
ら
石
城
評
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。
鎌
田
元
一
氏
は
こ
れ

ら
一
群
の
史
料
か
ら
、『
常
陸
国
風
土
記
』
は
旧
来
の
国
造
の
エ
リ
ア
を
割
い

て
新
た
に
分
出
し
た
評
に
つ
い
て
の
み
成
立
事
情
を
記
載
し
た
こ
と
、
建
評
申

請
者
の
二
名
が
各
評
の
評
造
と
な
っ
た
こ
と
、
大
化
五
年
に
全
面
的
な
建
評
が

実
施
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
評
が
再
編
さ
れ
て
大
宝
令
制
下
の
郡
に
引
き
継
が
れ
た

こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
（
鎌
田
二
〇
〇
一
ｂ
）。
鎌
田
氏
の
研
究
は
評
の

成
り
立
ち
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
が
、
常
陸
と
同
じ
く
複
数
の
国
造
国
の

集
合
体
と
な
る
肥
後
に
お
け
る
評
制
を
考
察
す
る
た
め
に
も
欠
か
せ
な
い
学
説

で
あ
る
。

な
お
、
常
陸
・
肥
後
と
は
異
な
り
、
国
造
の
支
配
エ
リ
ア
が
後
の
令
制
国
一

国
に
相
当
す
る
例
と
し
て
、
因
幡
の
因
幡
国
造
や
上
野
の
上
毛
野
国
造
が
挙
げ

ら
れ
る
。
因
幡
で
は
伊
福
部
臣
氏
の
系
譜
と
な
る
「
伊
福
部
臣
古
志
」
の
検
討

に
よ
り
、
因
幡
国
造
の
国
が
水
依
評
と
な
り
、
同
評
が
廃
止
さ
れ
て
高
草
評
な

ど
多
く
の
評
が
成
立
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
（
森
二
〇
〇
〇
ａ
）。
上
野
に
お

い
て
は
、
上
毛
野
国
造
の
エ
リ
ア
が
某
評
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
八
世
紀
ま
で
に

十
三
の
評
が
建
評
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
川
原
二
〇
〇
九
）。
こ
の
よ

う
に
、
国
造
の
支
配
エ
リ
ア
が
令
制
国
一
国
に
相
当
す
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、

国
造
の
エ
リ
ア
を
分
割
・
併
合
す
る
形
で
評
が
成
立
し
て
い
っ
た
と
捉
え
ら
れ

る
。た

だ
し
、
評
制
の
成
立
に
よ
り
国
造
の
重
要
性
が
失
わ
れ
た
と
は
い
え
な

い
。
国
造
国
を
廃
し
て
評
が
設
置
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
百
年
近
く
存

続
し
た
前
代
の
枠
組
み
を
直
ち
に
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
評
制
下
に
お
い

て
も
国
造
は
評
造
な
ど
に
も
影
響
力
を
及
ぼ
す
存
在
と
な
っ
て
い
た
。【
史
料

10
・
12
】
に
み
え
る
よ
う
に
評
制
下
で
も
国
造
は
確
認
さ
れ
、
国
造
軍
の
掌
握

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
評
と
い
う
エ
リ
ア
を
越
え
て
軍
事
的
権
限
な
ど
を
有

し
、
時
に
は
国
宰
に
も
影
響
を
与
え
て
お
り
、
地
域
に
て
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
の
で
あ
る
（
森
二
〇
〇
〇
ｂ
、
鎌
田
二
〇
〇
一
ｂ
）。
例
え
ば
、
天
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武
十
二
年
（
六
八
三
）
の
諸
国
へ
向
け
た
天
武
天
皇
の
詔
に
は
「
諸
国
司
・
国

造
・
郡
司
及
百
姓
等
」
と
あ
り
（『
紀
』
天
武
十
二
年
正
月
丙
午
条
）、
国
司
（
国

宰
）
―
国
造
―
郡
司
（
評
造
）
と
い
う
ラ
ン
ク
付
け
が
な
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は

国
造
が
国
宰
の
も
と
で
評
造
の
上
に
立
つ
地
方
官
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
（
篠
川
一
九
九
六
）。
鞠
智
城
が
造
営
さ
れ
た
七
世
紀
後
半
は
評
制
の
時
代

に
あ
た
る
が
、
評
の
官
人
で
あ
る
評
造
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
上
に
序
列
付
け

さ
れ
る
国
造
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
阿
蘇
君
氏
と
鞠
智
城

本
節
で
は
、
前
節
ま
で
の
検
討
を
受
け
て
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
肥
後
北
部

の
様
相
を
論
じ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
六
世
紀
代
に
阿
蘇
国
造
の
阿
蘇
君
氏

は
肥
後
北
部
を
阿
蘇
国
に
組
み
込
ん
だ
と
捉
え
た
。
阿
蘇
君
氏
は
、
那
津
官
家

修
造
事
業
に
お
け
る
中
心
的
立
場
を
認
定
さ
れ
、
さ
ら
に
同
氏
は
軍
事
的
に
重

要
な
馬
の
大
規
模
飼
育
に
よ
り
対
外
政
策
や
穀
運
送
に
も
貢
献
し
て
い
た
が
、

こ
れ
ら
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
肥
後
北
部
へ
の
勢
力
拡
大
が
可
能
と
な
っ
た

と
い
え
る
。
そ
し
て
、肥
後
北
部
の
有
力
氏
族
や
肥
君
氏
な
ど
と
も
連
携
し
て
、

那
津
官
家
の
経
営
・
機
能
維
持
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
評
価
で
き
る
。

こ
う
し
た
状
況
は
七
世
紀
に
入
っ
て
も
継
続
し
て
い
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

七
世
紀
後
半
の
孝
徳
大
王
代
に
な
る
と
、
肥
後
に
お
い
て
も
評
制
が
敷
か
れ

る
こ
と
と
な
る
が
、
常
陸
な
ど
の
動
向
を
参
照
す
る
と
、
肥
後
北
部
で
は
阿
蘇

国
造
の
阿
蘇
国
・
阿
蘇
評
か
ら
、
後
の
郡
へ
継
承
さ
れ
る
山
鹿
評
・
菊
池
評
・

合
志
評
な
ど
が
分
出
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
評
の
成
立
年

代
は
不
明
で
あ
る
が
、
八
世
紀
初
頭
ま
で
に
こ
れ
ら
の
評
が
形
成
さ
れ
、「
大

宝
令
」施
行
に
よ
っ
て
郡
に
移
行
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
評
制
下
に
入
っ

て
も
、
阿
蘇
君
氏
は
前
代
と
変
わ
ら
ず
阿
蘇
国
造
を
務
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る

（
一
二
）。
肥
後
北
部
で
は
、
六
世
紀
以
来
勢
力
を
高
め
た
阿
蘇
君
氏
の
影
響
力
が

残
り
、
評
制
初
期
段
階
で
は
阿
蘇
国
造
が
評
の
エ
リ
ア
を
越
え
て
主
導
的
地
位

に
あ
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
白
村
江
敗
戦
は
こ
う
し
た
阿
蘇
君
氏
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
と
な
る
。
白
村
江
敗
戦
に
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
王
権
は
、
古
代
山
城
な
ど

の
防
衛
施
設
構
築
を
進
め
る
が
、
阿
蘇
国
造
と
い
う
九
州
の
有
力
氏
族
で
あ

り
、
那
津
官
家
の
修
造
・
運
営
に
も
重
大
な
役
割
を
果
た
し
、
さ
ら
に
多
く
の

有
力
氏
族
と
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
阿
蘇
君
氏
に
対
し
、
何
ら
か
の
形
で
新

た
な
局
面
を
迎
え
た
対
外
政
策
へ
の
関
与
を
期
待
・
要
請
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
王
権
の
要
望
に
応
え
る
た
め
に
、
阿
蘇
君
氏
は
如
何
な
る
対
応
を
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

本
論
で
は
、
阿
蘇
君
氏
が
鞠
智
城
の
築
城
に
関
与
す
る
こ
と
で
、
王
権
の
要

望
に
応
え
た
と
考
え
る
。

六
世
紀
以
来
、
阿
蘇
君
氏
は
王
権
の
対
外
政
策
に
お
い
て
九
州
最
大
の
兵
站

機
能
を
持
つ
那
津
官
家
の
修
造
・
運
営
に
関
わ
っ
て
き
た
。
馬
の
飼
育
は
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
に
那
津
官
家
修
造
・
運
営
に
お
け
る
特
異
な
立
場
こ

そ
が
阿
蘇
君
氏
の
地
位
の
上
昇
・
維
持
に
作
用
し
て
い
た
と
評
価
で
き
、
同
氏

も
自
氏
の
勢
力
拡
大
の
礎
と
な
っ
た
こ
の
事
績
を
強
く
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
肥
後
北
部
の
有
力
氏
族
や
肥
君
氏
な
ど
と
連
携
し
つ
つ
那
津
官

家
の
運
営
に
携
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
阿
蘇
君
氏
は
自
氏
を
王

権
の
対
外
政
策
を
兵
站
施
設
構
築
お
よ
び
そ
の
機
能
維
持
に
よ
っ
て
支
援
し
て

き
た
存
在
と
い
う
自
負
が
あ
っ
た
と
い
え
、
そ
れ
を
実
行
す
る
た
め
の
大
規
模

な
氏
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
、
穀
な
ど
軍
事
物
資
の
運
送
を
円
滑
に
す
る
多
く
の

馬
も
保
持
し
て
い
た
。
菊
鹿
盆
地
は
高
い
農
業
生
産
力
を
誇
る
が
、
七
世
紀
前

半
ま
で
生
産
さ
れ
た
作
物
の
一
部
は
阿
蘇
君
氏
や
同
氏
に
協
調
す
る
肥
後
北
部



56

の
有
力
氏
族
に
よ
っ
て
那
津
官
家
に
運
ば
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
経

緯
を
有
す
る
阿
蘇
君
氏
は
、
王
権
の
対
外
政
策
に
応
じ
る
際
、
百
年
近
く
自
氏

を
底
上
げ
し
た
那
津
官
家
修
造
・
運
営
の
事
績
を
強
く
意
識
し
、
さ
ら
に
そ
れ

ら
の
遂
行
に
大
き
く
寄
与
し
た
氏
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
変
わ
ら
ず
活
用
す
る
こ

と
を
意
図
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

先
述
の
よ
う
に
、
那
津
官
家
の
建
物
群
は
大
宰
府
・
大
野
城
の
形
成
に
よ
っ

て
衰
退
し
、
そ
れ
に
伴
い
阿
蘇
君
氏
の
同
官
家
へ
の
関
与
も
停
止
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
大
宰
府
お
よ
び
そ
の
前
身
施
設
や
、
大
野
城
の
造
営
に
阿
蘇
君
氏
が
関

与
し
た
か
否
か
は
不
詳
で
あ
る
。
た
だ
し
、
全
く
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
捉

え
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
比
恵
・
那
珂
遺
跡
群
の
建
物
群
に
納
め
ら

れ
た
物
資
は
、
大
野
城
の
建
物
に
収
納
さ
れ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が

（
米
倉
一
九
九
三
）、
阿
蘇
君
氏
が
大
宰
府
お
よ
び
そ
の
前
身
施
設
や
、
大
野

城
に
対
し
て
物
資
を
運
送
し
、
対
外
政
策
を
支
援
し
て
い
た
可
能
性
は
捨
て
去

る
べ
き
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
し
て
も
、
唐
・
新
羅
連
合
軍
の
国

内
侵
攻
が
現
実
味
を
帯
び
る
と
い
う
、
か
つ
て
な
い
危
機
に
晒
さ
れ
て
い
た
以

上
、
さ
ら
な
る
軍
事
施
設
の
拡
張
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
、
最

前
線
と
な
る
筑
紫
方
面
を
支
援
す
る
兵
站
施
設
の
増
設
も
必
要
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
王
権
か
ら
阿
蘇
君
氏
は
筑
紫
方
面
へ
の
物
資
の
輸
送
と
共
に
、
那
津
官

家
の
よ
う
な
大
規
模
な
兵
站
基
地
の
造
営
も
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
那
津
官
家
修
造
・
運
営
の
事
績
を
強
く
意
識
し
、
そ
れ
ら
を
展
開
せ

し
め
た
氏
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
備
え
る
阿
蘇
君
氏
と
し
て
も
、
大
規
模
な
兵
站

施
設
の
構
築
は
不
都
合
な
も
の
で
は
な
く
、
阿
蘇
国
造
と
い
う
肥
後
北
部
に
お

け
る
自
氏
の
特
異
な
立
場
を
保
持
す
る
た
め
に
も
積
極
的
に
応
じ
た
と
捉
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
兵
站
施
設
を
造
営
す
る
位
置
に
つ
い
て
は
、
交
通
の
要
衝
か

つ
機
能
を
維
持
し
や
す
い
農
業
生
産
力
の
高
い
地
域
で
あ
る
こ
と
は
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
最
前
線
と
な
る
筑
紫
か
ら
一
定
程
度
離
れ
、
阿
蘇
君
氏
の
意
向
が
最

も
浸
透
し
や
す
い
地
域
、
す
な
わ
ち
阿
蘇
国
造
の
阿
蘇
国
に
相
当
す
る
地
域
と

い
う
こ
と
も
条
件
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
阿
蘇
君
氏
の
対
応
を
受
け
た
王
権
は
、
技
術
者
集
団
を
送
り
込

み
、
阿
蘇
国
域
に
あ
た
り
、
ま
た
生
産
力
も
高
い
菊
鹿
盆
地
に
位
置
し
、
か

つ
兵
站
施
設
を
造
り
や
す
い
平
坦
面
を
持
つ
米
原
台
地
を
選
定
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
（
一
三
）。
菊
鹿
盆
地
は
阿
蘇
君
氏
が
那
津
官
家
経
営
の
た
め
に
、

勢
力
圏
の
中
で
も
特
に
影
響
力
の
確
保
を
志
向
し
た
重
要
地
域
で
あ
り
、
同
氏

が
阿
蘇
国
に
包
括
す
べ
き
地
域
で
あ
っ
た
。
鞠
智
城
は
、
他
の
古
代
山
城
と
異

な
り
広
大
な
平
坦
面
を
有
す
る
こ
と
が
特
色
で
あ
り
、
軍
事
物
資
の
集
積
に

適
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
西
住
・
矢
野
・
木
村
編
二
〇
一
二
、五
十

嵐
二
〇
一
五
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
紹
介
し
た
、
鞠

智
城
が
生
産
力
の
高
い
菊
鹿
盆
地
の
作
物
を
納
め
る
た
め
に
造
営
さ
れ
、
当
盆

地
を
見
下
ろ
す
米
原
台
地
と
い
う
、
付
与
さ
れ
た
機
能
に
相
応
し
い
位
置
に
築

城
さ
れ
た
と
考
え
る
木
村
氏
の
見
解
も
参
照
で
き
る
。
つ
ま
り
、
鞠
智
城
は
当

初
よ
り
対
外
政
策
に
要
す
る
物
資
の
集
積
と
い
う
兵
站
機
能
が
念
頭
に
置
か
れ

て
お
り
、
そ
の
機
能
に
適
し
た
占
地
が
な
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
に
阿
蘇
君
氏
や
王
権
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

鞠
智
城
は
亡
命
百
済
人
の
参
与
な
ど
、
王
権
の
主
導
の
も
と
造
営
が
進
め
ら
れ

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
阿
蘇
君
氏
は
阿
蘇
国
造
の
影
響
力
を

駆
使
し
て
、
肥
後
北
部
か
ら
資
材
や
労
働
力
、
倉
に
集
積
す
る
物
資
を
確
保
す

る
な
ど
、
築
城
・
運
営
に
協
力
し
て
い
っ
た
と
捉
え
た
い
。
前
代
以
来
の
関
係

か
ら
、
肥
国
造
の
肥
君
氏
が
協
力
し
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。
な
お
、
八
世
紀

前
半
頃
ま
で
の
鞠
智
城
は
、
大
宰
府
お
よ
び
そ
の
前
身
施
設
と
連
動
し
て
展
開
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し
て
お
り
、
大
宰
府
防
衛
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
（
矢
野

二
〇
一
六
）、
阿
蘇
君
氏
が
大
宰
府
方
面
に
物
資
を
輸
送
し
て
い
た
可
能
性
も

指
摘
で
き
よ
う
。

私
見
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
阿
蘇
君
氏
に
肥
後
北
部
の
有
力
氏

族
が
同
調
し
た
か
否
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
例
え
ば
、
前
掲
の
【
史
料
10
】
の

茨
城
国
造
壬
生
連
麿
の
冠
位
は
「
小
乙
下
」（
令
制
の
従
八
位
下
）
で
あ
り
、【
史

料
11
】に
み
え
る
信
太
評
建
評
を
申
請
し
た
物
部（
姓
な
し
）河
内
の
冠
位
は「
小

山
上
」（
令
制
の
正
七
位
上
）
で
あ
る
。
信
太
評
は
茨
城
評
か
ら
分
か
れ
た
評

で
あ
り
、
茨
城
国
造
の
勢
力
圏
に
あ
た
る
が
、
同
国
造
の
冠
位
よ
り
信
太
評
の

評
造
の
方
が
高
い
冠
位
を
帯
び
て
い
る
。
物
部
（
姓
な
し
）
氏
は
、
姓
を
有
し

て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
か
つ
て
部
民
で
あ
っ
た
下
級
氏
族
と
思
わ
れ
る
が
、
国

造
級
の
有
力
氏
族
を
凌
ぐ
冠
位
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
急
激
に
勢
力
を
伸

ば
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
様
相
を
み
せ
る
常
陸
で
は
、
果
た
し
て
国

造
の
影
響
力
が
確
固
た
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
評
制
施
行
に
つ

い
て
は
、
物
部
（
姓
な
し
）
氏
な
ど
国
造
を
脅
か
す
よ
う
な
新
興
氏
族
を
評
造

に
任
命
す
る
こ
と
で
、
王
権
の
地
域
支
配
を
安
定
さ
せ
る
目
的
が
あ
っ
た
と
さ

れ
る
（
森
二
〇
〇
〇
ａ
）。
常
陸
で
は
、
新
興
氏
族
が
独
自
の
動
向
を
み
せ
、

国
造
の
影
響
下
か
ら
離
脱
す
る
事
態
も
発
生
し
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。
肥
後

の
阿
蘇
君
氏
は
、
支
配
下
の
有
力
氏
族
と
フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
に
あ
っ
た
と
評
価

し
た
が
、
王
権
の
対
外
政
策
に
独
自
に
関
与
し
て
地
位
を
高
め
、
阿
蘇
国
造
の

影
響
下
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
画
策
す
る
有
力
氏
族
の
存
在
が
推
測
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
阿
蘇
国
造
の
影
響
下
の
肥
後
北
部
で
は
常
陸
の
よ
う
な
事

態
は
起
こ
り
難
か
っ
た
と
考
え
る
。
阿
蘇
君
氏
は
長
年
に
亘
り
王
権
の
対
外
政

策
を
様
々
な
面
か
ら
支
援
し
て
お
り
、
王
権
が
最
も
信
頼
す
る
九
州
の
有
力
氏

族
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
同
氏
は
肥
後
北
部
の
有
力
氏
族
や
、
広

範
囲
に
影
響
力
を
有
す
る
肥
君
氏
と
も
関
わ
り
が
深
く
、
か
か
る
氏
族
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
駆
使
し
て
対
外
政
策
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う

な
阿
蘇
君
氏
だ
か
ら
こ
そ
、
王
権
も
白
村
江
敗
戦
後
の
対
外
政
策
に
お
い
て
も

大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
阿
蘇
君
氏
・
王
権
が

推
進
す
る
事
業
に
対
し
、
肥
後
北
部
の
有
力
氏
族
が
独
自
の
行
動
を
と
っ
て
勢

力
を
高
め
、
阿
蘇
国
造
の
影
響
下
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
唐
・
新
羅
連
合
軍
に
よ
る
国
内
侵
攻
の
危
機
に
晒
さ
れ
て
い
た
王
権
と
し

て
も
、
九
州
に
お
い
て
最
も
依
存
す
べ
き
勢
力
の
一
つ
、
阿
蘇
国
造
の
地
域
支

配
構
造
が
混
乱
す
る
こ
と
は
歓
迎
せ
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
肥
後
北
部

の
有
力
氏
族
は
、
阿
蘇
君
氏
・
王
権
の
事
業
に
協
力
す
る
こ
と
で
王
権
か
ら
評

造
に
任
命
さ
れ
る
な
ど
、
在
地
支
配
力
を
維
持
し
て
い
っ
た
と
捉
え
ら
れ
よ

う
。
阿
蘇
君
氏
も
王
権
の
対
外
政
策
に
貢
献
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
造
の
地

位
を
保
持
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
阿
蘇
君
氏
お
よ
び
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
有
力
氏
族
の
支

援
の
上
に
成
立
し
た
の
が
鞠
智
城
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
兵
站

機
能
も
有
す
る
鞠
智
城
の
設
計
・
選
地
に
つ
い
て
は
、
王
権
の
対
外
政
策
に

お
け
る
兵
站
の
構
築
・
維
持
に
長
け
て
い
た
と
い
う
阿
蘇
君
氏
の
氏
族
的
特
性

や
、
菊
鹿
盆
地
が
阿
蘇
国
域
に
位
置
し
、
阿
蘇
国
造
の
勢
力
圏
の
中
で
も
影
響

力
の
発
揮
が
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
最
前

線
が
朝
鮮
半
島
か
ら
筑
紫
に
移
動
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
七
世
紀
後
半
に
お
い

て
、
主
た
る
兵
站
基
地
も
那
津
官
家
か
ら
よ
り
内
陸
に
移
す
必
要
が
あ
っ
た
と

想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
兵
站
施
設
の
造
営
に
は
同
官
家
の
修
造
・
運
営
に
関
わ

り
、
兵
站
構
築
・
維
持
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る
阿
蘇
君
氏
が
期
待
さ
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
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お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
六
・
七
世
紀
の
肥
後
に
お
け
る
有
力
氏
族
、
特
に
阿
蘇
君
氏
の

動
向
を
追
い
、鞠
智
城
と
の
関
係
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、次
の
結
論
に
至
っ

た
。

ⅰ
．
六
世
紀
以
降
、
阿
蘇
国
造
の
阿
蘇
君
氏
は
那
津
官
家
修
造
・
運
営
や
大
規

　
　

模
な
馬
の
飼
育
な
ど
、
王
権
の
対
外
政
策
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
九
州
に

　
　

お
け
る
地
位
を
高
め
た
同
氏
は
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
肥
後
北
部
へ
影
響

　
　

力
を
扶
植
し
て
い
っ
た
と
評
価
で
き
る

ⅱ
．
阿
蘇
君
氏
は
肥
後
北
部
の
有
力
氏
族
や
肥
君
氏
と
協
調
し
つ
つ
、
那
津
官

　
　

家
の
兵
站
機
能
を
維
持
し
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
る

ⅲ
．
白
村
江
敗
戦
後
に
鞠
智
城
が
築
城
さ
れ
る
が
、
同
城
が
兵
站
機
能
を
有
し

　
　

て
い
る
の
は
、
阿
蘇
君
氏
が
対
外
政
策
に
お
け
る
兵
站
の
構
築
・
保
持
に

　
　

長
じ
て
い
た
こ
と
が
関
係
し
、
王
権
が
同
氏
に
那
津
官
家
の
よ
う
な
兵
站

　
　

施
設
の
造
営
を
要
請
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
鞠
智
城
が
米

　
　

原
台
地
に
築
か
れ
た
要
因
と
し
て
は
、
同
地
が
交
通
の
要
衝
で
あ
る
と
共

　
　

に
生
産
力
の
高
い
菊
池
郡
域
に
あ
り
、
兵
站
施
設
を
構
築
し
や
す
い
平

　
　

坦
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
の
他
、
阿
蘇
君
氏
の
勢
力
圏
、
そ
の
中
で
も
同

　
　

氏
が
特
に
影
響
力
を
発
揮
し
や
す
い
阿
蘇
国
域
で
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
す

　
　

る
。
そ
し
て
、
阿
蘇
君
氏
は
那
津
官
家
に
代
わ
っ
て
鞠
智
城
の
整
備
に
協

　
　

力
す
る
こ
と
で
、
前
代
よ
り
続
く
阿
蘇
国
造
の
地
位
の
確
保
を
志
向
し
、

　
　

勢
力
の
維
持
に
努
め
た
と
い
え
る

本
論
に
お
い
て
は
、
阿
蘇
国
造
で
あ
る
阿
蘇
君
氏
が
肥
後
北
部
に
影
響
力
を

有
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
鞠
智
城
の
築
城
を
推
進
し
た
と
述
べ
、
初
期
の

同
城
が「
官
営
」と「
私
営
」の
性
格
を
併
せ
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、

天
武
末
年
頃
に
な
り
六
世
紀
以
来
の
性
格
を
有
す
る
阿
蘇
国
造
が
任
命
さ
れ
な

く
な
る
と
、
次
第
に
肥
後
北
部
に
お
け
る
阿
蘇
君
氏
の
影
響
力
は
弱
ま
り
、
鞠

智
城
と
同
氏
の
関
係
も
希
薄
化
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
想
起
さ
れ
る
。
八
世
紀

以
降
、
鞠
智
城
の
兵
站
機
能
は
多
様
化
し
な
が
ら
維
持
さ
れ
て
い
く
（
五
十
嵐

二
〇
一
六
）。
こ
う
し
た
八
世
紀
以
降
の
鞠
智
城
に
、
阿
蘇
君
氏
な
ど
肥
後
の

有
力
氏
族
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
っ
た
の
か
、
現
状
の
史
料
か
ら
考
察
す

る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
今
後
検
討
を
重
ね
る
べ
き
問
題
と
思
わ
れ
る
。

中
世
の
阿
蘇
（
宇
治
）
氏
と
菊
池
氏
は
、
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
つ
な
が
り
の
よ
う
に
、
古
代
に
お
い
て
も
阿
蘇
郡
域

と
菊
池
郡
域
の
関
わ
り
は
深
か
っ
た
と
評
価
で
き
る
（
一
四
）。
鞠
智
城
を
研
究
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
阿
蘇
郡
域
の
動
向
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

鞠
智
城
か
ら
は
菊
鹿
盆
地
を
臨
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
阿
蘇
外

輪
山
も
眺
望
で
き
る
こ
と
は
重
要
視
さ
れ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
一
）
本
稿
で
は
、
火
君
氏
・
火
国
造
な
ど
氏
族
・
国
造
の
表
記
に
つ
い
て
、「
肥
君
氏
・
肥

国
造
」
と
い
う
よ
う
に
令
制
国
に
即
し
た
も
の
と
す
る
。
ま
た
、「
君
」
の
姓
は
「
公
」

と
も
記
さ
れ
る
が
「
君
」
に
統
一
す
る
。

（
二
）
史
料
の
性
格
上
慎
重
に
検
討
を
要
す
る
が
、「
阿
蘇
家
略
系
譜
」（
阿
蘇
家
所
蔵
）
に

よ
る
と
、
阿
蘇
君
氏
の
一
族
と
想
定
さ
れ
る
宇
治
部
君
氏
は
七
世
紀
後
半
の
阿
蘇
評
造

や
、
八
世
紀
以
降
の
阿
蘇
郡
領
・
阿
蘇
神
社
神
主
な
ど
の
有
力
者
を
輩
出
し
て
い
る
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
宇
治
部
君
氏
の
系
統
は
中
世
以
降
の
阿
蘇
氏
に
つ
な
が
っ
て
い

く
と
さ
れ
る
（
田
中
卓
一
九
八
六
）。

（
三
）「
阿
蘇
家
略
系
譜
」
に
み
え
る
「
阿
蘇
」
の
氏
名
を
名
乗
っ
て
い
な
い
宇
治
部
君
氏
は

評
造
や
郡
領
を
出
す
有
力
な
系
統
で
あ
る
が
、
阿
蘇
国
造
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
注

目
で
き
る
。
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（
四
）
一
般
的
に
こ
れ
ら
の
屯
倉
は
、
筑
紫
の
穂
波
屯
倉
・
鎌
屯
倉
、
豊
の
湊
碕
屯
倉
・
桑

原
屯
倉
・
肝
等
屯
倉
・
大
抜
屯
倉
・
我
鹿
屯
倉
、
肥
の
春
日
部
屯
倉
（『
紀
』
安
閑
二
年

〔
五
三
五
〕
五
月
甲
寅
条
）
と
い
う
、
現
福
岡
県
・
大
分
県
・
熊
本
県
域
に
設
置
さ
れ

た
一
連
の
屯
倉
を
指
す
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
筑
紫
君
磐
井
の
乱
の
贖
罪
と
し
て
、
子
の

筑
紫
君
葛
子
が
献
じ
た
糟
屋
屯
倉
も
候
補
と
な
り
、
大
形
建
物
群
が
発
見
さ
れ
た
鹿
部

田
渕
遺
跡
（
現
福
岡
県
古
賀
市
）
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

（
五
）『
続
紀
』
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
正
月
癸
亥
条
で
は
、
海
部
郡
大
領
の
海
部
君
常
山
が

善
政
に
よ
り
外
従
五
位
下
を
賜
与
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
当
郡
の
有
力
氏
族
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。

（
六
）「
阿
蘇
家
略
系
譜
」
で
は
宇
治
部
君
氏
の
傍
系
と
し
て
「
直
」
姓
を
有
す
る
阿
蘇
直
氏

が
み
え
、「
建
句
々
知
君
」
を
祖
と
す
る
。
田
中
卓
氏
は
、「
句
々
知
」
は
「
菊
池
」
郡

域
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
（
田
中
卓
一
九
八
六
）。

系
譜
に
お
い
て
、
阿
蘇
直
氏
は
顕
著
な
事
績
を
み
せ
な
い
が
、
新
た
に
阿
蘇
国
に
含
ま

れ
た
菊
鹿
盆
地
を
確
保
す
る
た
め
に
阿
蘇
君
氏
が
送
り
込
ん
だ
氏
族
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
な
い
し
現
地
の
氏
族
を
同
族
関
係
に
組
み
入
れ
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。

（
七
）
木
村
龍
生
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
八
）
筑
前
国
嶋
郡
大
領
と
し
て
肥
君
猪
手
（「
大
宝
二
年
〔
七
〇
二
〕
筑
前
国
戸
籍
」〔『
大

日
本
古
文
書
』
一
〕）、
肥
前
国
松
浦
郡
に
肥
君
某
（『
日
本
霊
異
記
』
下
第
三
五
）、
薩

摩
国
出
水
郡
大
領
と
し
て
肥
君
某
が
み
え
る
（「
天
平
八
年
〔
七
三
六
〕
薩
摩
国
正
税

帳
」〔『
大
日
本
古
文
書
』
二
〕）。
ま
た
、
筑
前
国
養
父
郡
に
は
筑
紫
君
氏
と
肥
君
氏
の

婚
姻
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
筑
紫
肥
君
氏
が
い
る
（『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥
元
年

〔
八
四
八
〕
八
月
壬
辰
条
）（
井
上
一
九
七
〇
、
瓜
生
二
〇
〇
九
）。

（
九
）
鈴
木
正
信
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
な
お
、
鈴
木
氏
も
肥
直
氏
が
肥
国
造
で
あ
っ
た
可

能
性
を
考
え
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
一
〇
）
か
つ
て
肥
直
氏
が
肥
君
氏
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
す
で
に
同
族
関
係
が
成
立
し

て
い
た
可
能
性
も
想
定
し
得
る
。
そ
の
場
合
は
阿
蘇
君
氏
と
肥
直
氏
の
関
連
性
は
希
薄

で
あ
っ
た
と
も
評
価
で
き
る
。
そ
し
て
、
肥
直
氏
は
阿
蘇
君
氏
と
緊
密
な
関
係
を
形
成

さ
せ
た
肥
君
氏
に
徐
々
に
圧
迫
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
央
に
活
路
を
求
め
た
と
も
推

測
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
一
一
）
篠
川
賢
氏
は
行
方
評
建
評
の
時
に
は
い
ま
だ
茨
城
評
・
那
賀
評
は
形
成
さ
れ
て
お

ら
ず
、
茨
城
国
造
・
那
賀
国
造
の
エ
リ
ア
の
一
部
を
割
い
て
行
方
評
が
成
立
し
、
こ
の

際
に
茨
城
評
・
那
賀
評
へ
移
行
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
多
珂
国
造
の
エ
リ
ア

を
分
断
す
る
よ
う
に
多
珂
評
・
石
城
評
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
（
篠
川
一
九
九
六
）。

（
一
二
）「
阿
蘇
家
略
系
譜
」
に
よ
る
と
、
阿
蘇
君
氏
の
一
族
で
あ
る
宇
治
部
君
氏
が
阿
蘇
評

督
と
な
っ
て
い
る
が
、
阿
蘇
国
造
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
本
宗
た
る
阿
蘇
君
氏

が
阿
蘇
国
造
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
一
三
）
鞠
智
城
築
城
前
の
米
原
台
地
に
は
集
落
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
菊
鹿
盆
地
を
見
下

ろ
す
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
同
盆
地
を
管
理
し
た
有
力
者
が
居
住
し
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
と
い
う（
木
村
二
〇
一
一
）。
恐
ら
く
、「
建
句
々
知
君
」を
祖
と
す
る
阿
蘇
直
氏
、

も
し
く
は
阿
蘇
君
氏
に
協
調
す
る
有
力
氏
族
が
関
係
し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う

し
た
政
治
的
拠
点
が
あ
っ
た
こ
と
も
米
原
台
地
に
兵
站
施
設
が
築
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
一
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
一
四
）
木
﨑
康
弘
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

参
考
文
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古
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古
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熊
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古
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〇
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〇
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〇
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司
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八
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書
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〇
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史
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佐
伯
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九
八
二　
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
考
證
篇
二　

吉
川
弘
文
館

佐
伯
有
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九
八
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撰
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研
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證
篇
六　

吉
川
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文
館

酒
井
芳
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〇
〇
八　
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那
津
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家
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史
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二
五
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九
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九
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編
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肥
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究
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・
肥
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学
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九
三
七

坂
本
経
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九
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九
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板
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郡
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坂
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堯

先
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編
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究
』
肥
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肥
後
考

古
学
会

篠
川
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一
九
九
六　
『
日
本
古
代
国
造
制
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

篠
川
賢　

二
〇
〇
五　
「
国
造
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氏
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」と
東
国
の
国
造
制
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た
ら
し
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古
代
史
の
会
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王

権
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仰
の
古
代
史
』
吉
川
弘
文
館

須
原
祥
二　

二
〇
一
一　
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仕
奉
」
と
姓
」『
古
代
地
方
制
度
形
成
過
程
の
研
究
』
吉
川
弘
文

館　

初
出
二
〇
〇
三

髙
木
恭
二　

二
〇
一
二　
「
菊
池
川
流
域
の
古
墳
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

一
七
三

田
中
卓　

一
九
八
六　
「
古
代
阿
蘇
氏
の
一
考
察
」『
田
中
卓
著
作
集
』
二　

国
書
刊
行
会　

初
出
一
九
六
〇

田
中
史
生　

二
〇
一
四　
「
ミ
ヤ
ケ
の
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渡
来
人
」『
六
世
紀
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九
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二
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二　

古
代
史
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ポ
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ム
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集
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嘉
麻
市
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育
委
員
会

鶴
嶋
俊
彦　

一
九
七
九　
「
古
代
肥
後
国
の
交
通
路
に
つ
い
て
の
考
察
」『
駒
沢
大
学
大
学
院

地
理
学
研
究
』
九

鶴
嶋
俊
彦　

一
九
九
七　
「
肥
後
国
北
部
の
古
代
官
道
」『
古
代
交
通
研
究
』
七

鶴
嶋
俊
彦　

二
〇
一
一　
「
古
代
官
道
車
路
と
鞠
智
城
」
鈴
木
靖
民
編
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
道

路
と
交
通
』
勉
誠
出
版

長
洋
一　

一
九
九
一　
「
鞠
智
城
に
つ
い
て
」『
都
府
楼
』
一
二

中
村
友
一　

二
〇
〇
九　
『
日
本
古
代
の
氏
姓
制
』
八
木
書
店

中
村
友
一　

二
〇
一
五　
「
地
方
豪
族
の
姓
と
仕
奉
形
態
」
加
藤
謙
吉
編
『
日
本
古
代
の
王
権

と
地
方
』
大
和
書
房

西
住
欣
一
郎
・
矢
野
裕
介
・
木
村
龍
生
編　

二
〇
一
二　
『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
―
鞠
智
城
跡
第
八
～
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三
十
二
次
調
査
報
告
』
熊
本
県
教
育
委
員
会

仁
藤
敦
史　

二
〇
一
二　
「
古
代
王
権
と
「
後
期
ミ
ヤ
ケ
」」『
古
代
王
権
と
支
配
構
造
』
吉
川

弘
文
館　

初
出
二
〇
〇
九

前
沢
和
之　

一
九
九
一　
「
上
野
国
の
馬
と
牧
」『
群
馬
県
史
』
通
史
編
二
、
群
馬
県

松
原
弘
宣　

一
九
八
三　
「
難
波
津
と
瀬
戸
内
支
配
」『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
〇
〇

宮
川
麻
紀　

二
〇
一
三　
「
鞠
智
城
築
城
の
背
景
」『
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』
一　

熊
本
県
教

育
委
員
会

桃
﨑
祐
輔　

二
〇
一
四
ａ　
「
ミ
ヤ
ケ
と
北
部
九
州
の
遺
跡
」『
六
世
紀
の
九
州
島　

ミ
ヤ
ケ

と
渡
来
人
』（
掘
っ
た
バ
イ
筑
豊
二
〇
一
二　

古
代
史
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
集
）　

嘉
麻

市
教
育
委
員
会

桃
﨑
祐
輔　

二
〇
一
四
ｂ　
「
遠
賀
川
流
域
の
ミ
ヤ
ケ
と
渡
来
人
に
つ
い
て
（
討
論
）」『
六
世

紀
の
九
州
島　

ミ
ヤ
ケ
と
渡
来
人
』（
掘
っ
た
バ
イ
筑
豊
二
〇
一
二　

古
代
史
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
記
録
集
）　

嘉
麻
市
教
育
委
員
会　

桃
﨑
氏
の
発
言
箇
所
に
よ
る

森
公
章　

二
〇
〇
〇
ａ　
「
評
の
成
立
と
評
造
」『
古
代
郡
司
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館　

初

出
一
九
八
七

森
公
章　

二
〇
〇
〇
ｂ　
「
評
制
下
の
国
造
に
関
す
る
一
考
察
」『
古
代
郡
司
制
度
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館　

初
出
一
九
八
六

矢
野
裕
介　

二
〇
一
六　
「
鞠
智
城
跡
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